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Ⅰ 職員の任免及び職員数に関する状況 

１．職員数 

（１）職員数の推移 
 

職員数の推移を見ると、職員数は平成１２年度に清掃事業移管により一時的に増加しましたが、

平成５年度の３，１０４人をピークとして減少を続けています。平成２０年度には、２，２１６

人（再任用フルタイム職員３人含む）となっています。清掃事業に関する職員数の増加があった

ものの、ピークの平成５年度から８８８人、２８．６％の減少となっています。 

 

 

グラフⅠ－１ 職員数の推移 
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（注）平成１２年度から１７年度までは、清掃事業移管により東京都から清掃事業に従事する職

員が派遣されていましたが、平成１８年度から区の職員に身分が切り替わりました。 
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（２）定員適正化計画 
 
 区では、職員数のピークであった平成５年度の数と対比して、約９００人の職員を減らしてき

ました。今後も事業部門の適正化、再構築に努め定員管理を行っていき、平成２２年度には、２，

０００人体制を目指します。 
 
表Ⅰ－１ 定員適正化計画                          （人） 

職員数計

(４月１日現在） 対前年度 累　計

５年度 3,104 33

６年度 3,088 △ 16

７年度 3,062 △ 26

８年度 2,988 △ 74

９年度 2,906 △ 82

１０年度 2,836 △ 70

１１年度 2,779 △ 57

2,908 129 129 △ 55

(2,716) (△63) (△63)

１３年度 2,838 △ 70 △ 55

１４年度 2,771 △ 67 △ 65

１５年度 2,671 △ 100 △ 70

１６年度 2,599 △ 72 △250 △ 60

１７年度 2,491 △ 108 △ 100

１８年度 2,405 △ 86 △ 90

１９年度 2,316 △ 89 △ 600 △ 90

２０年度 2,216 △ 100 △ 110

△ 888 △ 945

(注）１．平成１２年度の（　）数字は、都区制度改革に伴い、都から区へ移管された清掃業務従事職員１９１名、指導主事１名の計１９２名

　　　　を除いた場合の職員数。

職員数 定員適正化計画

数値目標
純増減数年　　度

△ 42

計画名

リフレッシュプラン

新リフレッシュプラン△ 283

平成6年度～平成20年度
までの累計

△ 309

△ 250

１２年度

新定員適正化計画

定員適正化計画

定員管理計画

△ 383

 

 
表Ⅰ－２ 定員管理計画（平成１７年度から２２年度の６年間）の計画目標   （人） 

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 合計 年度別 

削減目標 100 90 90 110 110 100 600 
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（３）年齢別職員数 
  
年齢別の職員数は、２０代から３０代前半が少なく、３０代後半から多くなっています。全職

員の平均年齢は、４４．９歳となっています。 

 

グラフⅠ－２ 年齢別職員数                  平成２０年４月１日現在 
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(注)６０歳代の３名は、フルタイムの再任用職員。 

 
グラフⅠ－３ 年代別職員数                 平成２０年４月１日現在  

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注)６０歳代の３名は、フルタイムの再任用職員。 
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年齢(歳） 男 女 人数
62 1 1
60 2 2
59 35 40 75
58 35 32 67
57 36 42 78
56 32 39 71
55 39 43 82
54 31 30 61
53 37 56 93
52 35 41 76
51 25 44 69
50 25 44 69
49 35 40 75
48 33 54 87
47 48 56 104
46 30 59 89
45 41 53 94
44 42 39 81
43 45 28 73
42 47 42 89
41 31 48 79
40 40 57 97
39 25 35 60
38 25 36 61
37 20 46 66
36 24 44 68
35 13 50 63
34 13 20 33
33 15 12 27
32 15 18 33
31 21 19 40
30 10 22 32
29 13 16 29
28 17 9 26
27 7 11 18
26 9 12 21
25 4 1 5
24 2 2 4
23 3 7 10
22 2 2
21 1 1 2
20 1 1
19 1 1
18 2 2

計 962 1,254 2,216
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歳

40 60200

（４）男女別職員数 
  
男女別の職員数は、男性が９６２人、女性が１，２５４人となっていて、全職員のうち女性の

占める割合は５６．６％となっています。 
 
表Ⅰ－３ 年齢別男女別職員数 

               グラフⅠ－４         平成２０年４月１日現在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)６０歳代の３名は、フルタイムの再任用職員。 
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区
分

職務 男 女 計

一般事務 525 405 930

社会教育 1 1

525 406 931

福祉 48 130 178

保育士 4 448 452

児童指導 6 38 44

心理 2 2 4

60 618 678

土木技術 52 52

造園技術 7 6 13

建築技術 46 9 55

機械技術 13 13

電気技術 18 18

保健衛生監視 15 4 19

食品衛生監視 7 7 14

化学技術 1 1

学芸員 3 3 6

162 29 191

医師 1 3 4

診療放射線 1 3

歯科衛生士 1 1

理学療法士 1 1

作業療法士 1 1

検査技術 1 7 8

栄養士 11 11

保健師 36 36

看護師 31 31

准看護師 2 2

3 93 96

介護指導 4 4

電話交換 6 6

警備 6 6

作業 31 31

調理 8 40 48

用務 36 37 73

環境技能 1 1

自動車運転Ⅱ 21 21

作業Ⅲ 102 102

205 87 292

一般事務（業務） 6 6

一般業務 5 6 11

5 12 17

統括指導主事 1 1

指導主事 1 1

教員 9 9

2 9 11

962 1,254 2,216計

技
能
系

業
務
系

教
員

事
務
系

福
祉
系

一
般
技
術
系

医
療
技
術
系

各職層別及び職務別の男女別職員数は以下のとおりです。 

 

表Ⅰ－４  職層別男女別職員数        表Ⅰ－５  職務別男女別職員数 
           平成２０年４月１日現在            平成２０年４月１日現在 

（人）                  （人） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男 女 計

部長 17 2 19
参事 6 1 7
統括課長 7 7
副参事 44 5 49
専門副参事 1 1 2
園長 2 2
教頭 1 1 2

76 12
（86.4%） （13.6%）

総括係長 73 20 93
係長 140 112 252
主査 53 97 150
主任主事 255 646 901
２級職主事 149 248 397

１級職主事 5 14 19

統括技能長 1 1
技能長 9 9
技能主任 58 22 80
技能１級職 142 77 219
主幹 1 1
教諭 6 6

886 1,242
（41.6%） （58.4%）

962 1,254
（43.4%） （56.6%）

職層

総計

88

2,128

2,216

管
理
職

計

計

一
般
職
員
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（５）部別職員数 
 
 部別の職員数では、子ども家庭部が６５０人と最も多く、次に区民部、保健福祉部の順になっ

ています。 
 
表Ⅰ－６ 部別職員数 

男 女 事務系 福祉系 技術系 医療系 技能系 業務系 管理職 一般職
政策経営部 59 38 21 59 7 52
総務部 107 63 44 89 11 2 1 4 11 96
施設管理部 47 41 6 21 26 5 42
区民部 304 136 168 264 32 2 6 10 294
文化商工部 94 53 41 83 5 3 1 2 6 88
特命参事（文化政策調整担当） 1 1 1 1
清掃環境部 195 176 19 53 16 1 124 1 5 190
保健福祉部 262 103 159 138 92 18 8 6 7 255
池袋保健所 117 43 74 40 1 29 44 1 2 5 112
子ども家庭部 650 39 611 44 524 29 53 4 646
都市整備部 86 70 16 30 1 55 8 78
土木部 107 97 10 21 55 31 5 102
会計管理室 17 8 9 16 1 1 16
教育委員会事務局 145 75 70 58 11 5 3 68 9 136
選挙管理委員会事務局 7 6 1 7 1 6
監査委員事務局 5 4 1 5 1 4
区議会事務局 13 9 4 13 2 11

部局計 2,216 962 1,254 942 678 191 96 292 17 88 2,128

男 女 事務系 福祉系 技術系 医療系 技能系 業務系 管理職 一般職
男女平等推進センター 6 1 5 3 3 1 5
区民ひろば18 27 4 23 4 23 27
区民事務所 2 25 16 9 24 1 2 23
郷土資料館 6 2 4 2 1 3 6
図書館 7 30 19 11 24 3 1 2 1 29
豊島清掃事務所 137 136 1 12 1 124 1 136
障害者関係施設 3 42 17 25 6 30 5 1 42
保健福祉センター 3 37 12 25 20 11 3 2 1 1 36
長崎健康相談所 15 2 13 5 9 1 1 14
子どもスキップ14 14 1 13 14 14
ジャンプ 1 2 1 1 2 2
児童館 8 22 4 18 22 22
子ども家庭支援センター 2 25 4 21 24 1 25
保育園25 525 7 518 449 25 51 525
道路工事事務所 16 16 7 9 16
放置自転車対策事務所 12 12 1 1 10 12
公園管理事務所 17 16 1 1 7 9 17
教育センター 2 2 1 1 2

事業所計 960 270 690 103 583 19 43 207 5 7 953
小学校 23・竹岡健康学園 60 32 28 6 2 52 60
中学校  8 16 8 8 16 16
幼稚園  3 9 9 9 3 6

学校計 85 40 45 9 6 2 68 3 82
としま未来文化財団 4 4 4 1 3
社会福祉事業団 3 3 3 3
社会福祉協議会 3 2 1 2 1 1 2

外郭派遣計 10 6 4 6 4 2 8
1,055 316 739 118 593 19 45 275 5 12 1,043

（注）１．　所属の数字は施設数。
       ２．　指導主事と教員は事務系に含む。
       ３．　統括指導主事・教頭・園長は管理職に含む。

男女別

職種区分別

学
校
等

事
業
所

平成２０年４月１日現在 （人）

所属                               区分 職員数
職層別

合計

平成２０年４月１日現在  （人）

所属                               区分 職員数

外
郭
派
遣

職層別

部
局
内
訳

男女別

職種区分別

事業所別内訳（再掲）
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（６）職務・職層別職員数 
 

 職務別でみると、職員総数２，２１６人のうち、事務系が９３１人（４２．０％）、福祉系が６

７８人（３０．６％）、一般技術系が１９１人（８．６％）、医療技術系が９６人（４．３％）、技

能・業務系が３０９人（１３．９％）となっています。また、職層別でみると、主任主事が９０

２人（４０．７％）で最も多くなっています。 
 
表Ⅰ－７  職務・職層別職員数              平成２０年４月１日現在 

（人）

職種区分 職種名 職務名

部
長

参
事

統
括
課
長

副
参
事

専
門
副
参
事

総
括
係
長

係
長

主
査

主
任
主
事

２
級
職
主
事

１
級
職
主
事

園
長

教
頭

主
幹

教
諭

統
括
技
能
長

技
能
長

技
能
主
任

技
能
１
級
職

総
計

事務 一般事務 14 5 6 40 60 148 42 411 186 18 930
社会教育 社会教育 1 1

福祉 1 2 8 23 19 98 27 178
保育士 5 20 53 263 111 452
児童指導 23 2 15 4 44

心理 心理 1 3 4
土木技術 1 1 2 4 8 6 19 11 52
造園技術 1 2 2 1 5 1 1 13

建築 建築技術 2 3 7 11 3 24 5 55
機械 機械技術 2 3 2 6 13
電気 電気技術 2 2 2 3 9 18

保健衛生監視 1 2 1 3 8 4 19
食品衛生監視 2 3 2 2 5 14
化学技術 1 1

学芸研究 学芸員 1 5 6
医師 医師 1 2 1 4
診療放射線 診療放射線 1 1
歯科衛生 歯科衛生士 1 1
理学療法 理学療法士 1 1
作業療法 作業療法士 1 1
検査技術 検査技術 3 1 2 2 8
栄養士 栄養士 1 5 4 1 11
保健師 保健師 1 1 4 18 12 36
看護師 看護師 4 16 11 31
准看護師 准看護師 2 2
技能Ⅰ 介護指導 4 4

電話交換 1 5 6
警備 2 4 6
作業Ⅰ 1 4 26 31
調理 12 36 48
用務 1 23 49 73
環境技能 1 1

技能Ⅴ 自動車運転Ⅱ 6 15 21
技能Ⅵ 作業Ⅲ 1 7 27 67 102
事務(業務) 一般事務(業務) 1 5 6
業務 一般業務 3 8 11

指導主事 統括指導主事 1 1
指導主事 1 1

幼稚園教育職員 教員 2 1 6 9
総　計 19 7 7 49 2 93 252 150 902 396 19 2 2 1 6 1 9 80 219 2216

業務系

医療技術系

技能系

技能Ⅱ

技能Ⅲ

事務系

福祉系
福祉

一般技術系

土木造園

衛生監視
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（７）職層別職員数の推移（行政系） 
 
 行政系の職員数の推移を職層別でみると、近年、新規採用を抑制する中で１～２級主事の職員

数が減少しています。一方、主任主事の職員数は増加傾向にあり、平成２０年度は主任主事以上

の割合が７８．１％となっています。 
 
表Ⅰ－８ 職層別職員数の推移（行政系）             各年４月１日現在 

   

 

 

  

 

 

 
 
（注）平成１７年度以前は２級職主事は３級職主事に、１級職主事は２級職主事と１級職主事

に分かれていました。 
 
グラフⅠ－５ 職層別職員数の推移（行政系） 

578 520 473 439 415

909
911 902

215
188

177
166

150

252
260

260
252

123
109

102
92

93

76
78

81
81

84

914

897

263

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

１～２級主事 主任主事 主査 係長 総括係長 管理職

（人）

(人）

部
長

参
事

統
括
課
長

副
参
事

専
門
副
参
事

総
括
係
長

係
長

主
査

２
級
職
主
事

１
級
職
主
事

16年度 76 14 6 10 44 2 590 123 252 215 897 578 494 84 2,141

17年度 78 15 4 15 42 2 557 109 260 188 909 520 486 34 2,064

18年度 81 15 9 8 47 2 542 102 263 177 914 473 458 15 2,010

19年度 81 19 6 7 47 2 518 92 260 166 911 439 423 16 1,949

20年度 84 19 7 7 49 2 495 93 252 150 902 415 396 19 1,896

増減
20年度－19年度

3 0 1 0 2 0 △ 23 1 △ 8 △ 16 △ 9 △ 24 △ 27 3 △ 53

（注）　１
～
２
級
主
事

主
任
主
事

計
管
理
職

係
長
級

職　層

年　度
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（８）職種区分別職員数の推移 
 
 職種区分別の職員数の推移をみると、技能・業務系の減少が大きく、次に事務系が減少してい

ます。 
 
表Ⅰ－９ 職種区分別職員数の推移         グラフⅠ－６ 

各年４月１日現在 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(人）

職種区分 職種名 職務名
16

年度
17

年度
18

年度
19

年度
20

年度

事務 一般事務 1,051 1,002 973 941 930
社会教育 社会教育 1 1 1 1 1

計 1,052 1,003 974 942 931
福祉 140 152 177 192 178
保育士 520 516 485 456 452
児童指導 90 69 58 52 44

心理 心理 4 4 4 4 4
計 754 741 724 704 678

土木技術 62 60 58 56 52
造園技術 12 12 12 12 13

建築 建築技術 62 58 57 57 55
機械 機械技術 18 17 14 14 13
電気 電気技術 23 23 24 21 18

保健衛生監視 15 15 17 16 19
食品衛生監視 18 18 16 17 14
化学技術 4 4 4 2 1

学芸研究 学芸員 6 6 6 6 6
計 220 213 208 201 191

医師 医師 5 5 4 4 4
診療放射線 診療放射線 3 3 3 3 1
歯科衛生 歯科衛生士 2 1 1 1 1
理学療法 理学療法士 1 1 1 1 1
作業療法 作業療法士 1 1 1 1 1
検査技術 検査技術 11 11 10 8 8
栄養士 栄養士 12 11 11 11 11
保健師 保健師 43 39 38 39 36
看護師 看護師 35 33 33 32 31
准看護師 准看護師 2 2 2 2 2

計 115 107 104 102 96
自動車運転 24 22 1 0 0
自動車整備 1 0 0 0 0
介護指導 17 17 9 6 4
電話交換 7 7 7 7 6
警備 21 16 10 8 6
作業Ⅰ 151 146 30 31 31
調理 103 88 71 56 48
用務 83 82 77 78 73
環境技能 1 1 1 1 1
作業Ⅱ 4 3 1 0 0

技能Ⅳ 家庭奉仕 3 3 1 1 0
技能Ⅴ 自動車運転Ⅱ 21 21 21
技能Ⅵ 作業Ⅲ 116 107 102
事務（業務） 一般事務（業務） 18 22 6
業務 一般業務 33 31 21 18 11

計 448 416 384 356 309
1 1 1

1 2 1 1 1
9 9 9 9 9

計 10 11 11 11 11
2,599 2,491 2,405 2,316 2,216

事務系

福祉系

一般
技術系

総計

技能Ⅰ

技能Ⅱ

技能Ⅲ

教員

技能・
業務系

医療
技術系

指導主事

幼稚園教育職員

福祉

土木造園

衛生監視

統括指導主事

931

942

1,052

1,003

974

678

704

754 741
724

191201208213
220

96
102104107115

309

356

384
416

448

1111111110

0

200

400

600

800

1,000

1,200

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

（人）

事務系
福祉系
一般技術系
医療技術系
技能・業務系
教員
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年度 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

満額年金支給開始年齢
任期の末日に関する年齢

↓

平成１４年度末定年退職者
　昭和１７年４月２日
　　　～１８年４月１日生

平成１５年度末定年退職者
　昭和１８年４月２日
　　　～１９年４月１日生

平成１６年度末定年退職者
　昭和１９年４月２日
　　　～２０年４月１日生

平成１７年度末定年退職者
　昭和２０年４月２日 再任用可能な期間

　　　～２１年４月１日生

平成１８年度末定年退職者
　昭和２１年４月２日
　　　～２２年４月１日生

平成１９年度末定年退職者
　昭和２２年４月２日
　　　～２３年４月１日生

平成２０年度末定年退職者
　昭和２３年４月２日
　　　～２４年４月１日生

平成２１年度末定年退職者
　昭和２４年４月２日
　　　～２５年４月１日生

平成２２年度末定年退職者
　昭和２５年４月２日
　　　～２６年４月１日生

６４歳

６１歳
６１
歳

６２
歳

６４
歳

６１歳６２歳

６１歳

22.4.1

６５
歳

６２歳

６３歳

16.4.1 19.4.1

６１歳６２歳

６２歳

６１歳６２歳

６３歳

６３歳

６３歳６４歳

６３歳６１歳

６２歳

６２歳 ６４歳

６３歳６４歳６５歳

６５歳

○歳

６１歳

６１歳

６３
歳

６２歳

６１歳

25.4.1 27.4.114.4.1

（９）再任用職員数 
 

 区では、平成１３年度に新たな再任用制度が導入され、平成１４年４月１日から任用が開始さ

れました。この制度は、本格的な高齢社会の到来により、高齢者の知識・経験を区民サービスの

向上と行政の効率的な運営のため積極的に活用するとともに、年金制度の改正に合わせて、６０

歳代前半の生活を雇用と年金で支えるという地方公務員法の趣旨に基づき導入されたものです。

平成２０年４月１日現在、１０８人の再任用職員がいます。 

 

表Ⅰ－１０ 再任用職員数の推移 

                                    各年４月１日現在 

 
【任用可能期間】 

（人）

16 年度 22 (13) 4 (4) 2 2 (2) 27 (14) 57 (33)

17 年度 44 (23) 6 (6) 5 4 (4) 40 (22) 99 (55)

18 年度 37 (13) 4 (4) 4 3 (3) 31 (18) 79 (38)

19 年度 24 (9) 6 (6) 4 (0) 3 (3) 24 (11) 61 (29)

20 年度 45 (13) 12 (12) 8 (0) 3 (2) 40 (21) 108 (48)

※（ ）は女性で内数

医療
技術系

技能・
業務系

計 職種 
区分 事務系 福祉系 一般

技術系
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２.職員の任免 

（１）職員の採用 
 
区の職員採用におけるここ数年の傾向は、定員適正化計画などにより職員定数を削減している

ため、前年度の退職者に対する翌年度の採用をみると大変低い補充状態が続いています。また、

平成１７年度、１８年度は採用を行いませんでしたが、平成１９年度から再開しました。 
区における職員採用方法は、特別区人事委員会が実施する採用試験・選考と区独自の選考とが

あります。 
なお、平成１９年度の採用試験から事務系および一般技術系の経験者採用制度が新たに加わり

ました。 
 
① 特別区による採用試験 
表Ⅰ－１１ 採用職種・職務一覧 

事務 一般事務 一般行政事務の職務 22～27 ● 20～23 ● 18～21
身障18～27

●

社会教育 社会教育 社会教育主事（補）の職務 ～29 △ 大卒（科目要件等有） ◎

福祉 福祉関係施設等における指導、育成、相談等の職務

保育士 保育園における保育士の職務

児童指導
児童館、学童保育クラブ、健康学園等の児童福祉施
設等における指導、育成、相談等の職務

心理 心理 心理に関する相談、指導等の職務 ～39 △ 大卒（心理学科） ◎

土木技術 土木に関する計画、設計、工事・施行監督等の職務

造園技術 造園に関する計画、設計、工事・施行監督等の職務

建築 建築技術 建築に関する計画、設計、工事監督等の職務

機械 機械技術 機械に関する計画、設計、工事、保守管理等の職務

電気 電気技術 電気に関する計画、設計、工事、保守管理等の職務

物理 物理技術
教育関係施設等における物理に関する調査、普及等
の職務

保健衛生監視 保健所、環境主管課等における監視、測定、分析等の職務

食品衛生監視 保健所における食品衛生監視等の職務

化学技術 清掃工場等における測定、分析等の職務

学芸研究 学芸員 学芸員の職務 ～39 △ 大卒かつ学芸員資格 ◎

医師 医師 医師の職務 医師免許 ☆

歯科医師 歯科医師 歯科医師の職務 歯科医師免許 ☆

診療放射線 診療放射線 保健所等における診療放射線技師の職務 ～39 △ 診療放射線技師免許 ◎

歯科衛生 歯科衛生士 歯科衛生士の職務 ～39 △ ～39 △
歯科衛生士免許（Ⅱ類
に要件有）

◎

理学療法 理学療法士 理学療法士の職務 ～44 △ 理学療法士免許 ◎

作業療法 作業療法士 作業療法士の職務 ～44 △ 作業療法士免許 ◎

検査技術 検査技術 保健所等における検査等の職務 ～39 △
臨床検査技師免許（Ⅰ
類に要件有）

◎

栄養士 栄養士 栄養士の職務 ～39 △
Ⅰ類・管理栄養士資格、
Ⅱ類・栄養士免許

◎

保健師 保健師 保健師の職務 22～39 ● 保健師免許 ◎

看護師 看護師 看護師の職務 ～44 △ 看護師免許 ◎

准看護師 准看護師 准看護師の職務 ～44 △ 准看護師 ◎

―

―

― ―

―

～29

●

―

―

△

―

20～29 △ ―

―

―

―

―

―

◎

職種 職務名 主な職務内容 資格・免許
国籍
要件

― ―

―

食品衛生監視員資格、
環境衛生監視員資格

―

―

―

～49　（4級職採用）

社会福祉士資格、児童
指導員資格、保育士登
録

22～27 ● 20～23 ● 18～21 ●

22～29

受験年齢（歳）、採用方法

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類

22～29 ●

区分

医
療
技
術
系

行
政
系

衛生監視

事
務
系

福
祉
系

福祉

土木造園

一
般
技
術
系
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自動車運転 庁有車の運転等の職務 自動車運転免許

ボイラー技師
ボイラーの操作・管理及び冷暖房の維持管理等の職
務

ボイラー技士免許

介護指導
高齢者等の介護、介護に関する指導・訪問調査等の
職務

介護福祉士資格

電話交換 電話交換の職務

警備 庁舎の巡視、学校の警備の職務

一般技能 映写、照明、海技、質物鑑定の職務

作業Ⅰ
土木作業又はこれに準ずる困難な職務、公害監視補
助等及び上記以外のその他の職務

調理 学校、保育園等の調理の職務

用務 学校、保育園等の用務の職務

学童擁護 学童擁護の職務

環境技能 排水場管理、衛生害虫指導等の職務

作業Ⅱ 施設等の維持管理及び上記以外のその他の職務

技能Ⅳ 家庭奉仕 ホームヘルプの職務 ◎

自動車運転Ⅱ 清掃事務所等における庁有車の運転等の職務 自動車運転免許

自動車整備 清掃事務所等における庁有車の整備等の職務
自動車整備士技能検定
合格

作業Ⅲ 清掃作業等の職務

設備管理 清掃工場等における諸設備の保守管理等の職務

事務（業務） 一般事務（業務） 事務の補助等の職務

事務 一般業務 事務の補助等の職務

●競争試験・人事委員会実施、　　△選考・任命権者実施、　　◎国籍要件のない職種
☆医師、歯科医師は職種としては国籍要件を課していませんが、公衆衛生医については、国籍要件を必要としています。

Ⅰ類の受験年齢は、22歳未満の者で、学校教育法に基づく大学を卒業もしくは特別区人事委員会がそれと同等の資格があると認める者を含みます。

技
能
系

区分 職種 職務名 主な職務内容

当該業務に必要な能力

～34 △

技能Ⅲ

当該業務に必要な能力

受験年齢（歳）、採用方法
資格・免許

◎

1級

国籍
要件

◎

◎

◎

◎

業務系

技能Ⅵ

技能Ⅴ

技能Ⅰ

技能Ⅱ

(注）

 
 
②経験者採用制度による採用 
 
表Ⅰ－１２  採用職種一覧 

 

● 民間企業等における業務従事歴４年以上

● 民間企業等における業務従事歴４年以上

＜業務従事歴について＞

・ 1年以上の期間について、複数のものを通算可。ただし、そのうち1ヶ所について連続4年以上の経験を有する必要があります。
・ 公務員としての従事歴を含みます。ただし、特別区職員としての期間は除きます。また、非常勤等の期間は含みません。

（注）●競争試験・人事委員会実施、▲選考・人事委員会実施    ※国籍要件はすべての区分にあり。

３級職

民間企業等における業務従事歴８年以上
（機械についてはその他従事期間要件有、
電気については第三種電気主任技術者免
状要）

民間企業等における業務従事歴１３年以上
（機械については第二種ボイラー・タービン
主任技術者免状、電気については第二種電
気主任技術者免状要）

●32～36

▲37～45

土木造園
建築
機械
電気

２級職

民間企業等における業務従事歴８年以上

民間企業における業務従事歴１３年以上

●

３級職

主任主事Ⅰ

主任主事Ⅱ

主任主事Ⅰ

主任主事Ⅱ

32～36

37～45

採用区分

２級職

受験年齢（歳）、採用方法

▲

経験及び資格・免許

28～31行
政
系

一
般
技
術
系

事
務
系

事務

区分 職種

28～31
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【特別区人事委員会採用の流れ】 
 
 

採
用
候
補
者

名
簿
作
成

申

込

み

試
験
・
面
接

合
格
発
表

提

示

面

接

採
用
内
定

採

用

特別区人事委員会 豊島区

 
 
表Ⅰ－１３ 特別区人事委員会が実施する採用試験・選考の実施状況 
 
採用 区分 試験区分 採用予定者数 申込者数 1次受験者数 1次合格者数 2次受験者数 最終合格者数 合格倍率

事務 490人程度 7,789 5,972 1,279 1,187 758 7.9倍

土木造園（土木） 50人程度 383 266 209 194 138 1.9倍

建築 42人程度 183 153 123 115 75 2.0倍

機械 11人程度 88 68 30 28 18 3.8倍

電気 9人程度 111 69 37 33 20 3.5倍

福祉 3人程度 213 153 10 10 5 30.6倍

衛生監視（衛生） 23人程度 158 111 59 57 38 2.9倍

衛生監視（化学） 5人程度 146 97 28 25 16 6.1倍

保健師 34人程度 440 373 107 104 69 5.4倍

事務 120人程度 1,472 1,081 464 430 252 4.3倍

事務（身体障害者対象） 18人 70 67 42 41 18 3.7倍

805人程度 11,053 8,410 2,388 2,224 1,407 12.7倍

事務 610人程度 7,518 5,847 1,536 1,424 964 6.1倍

土木造園（土木） 51人程度 423 315 192 178 121 2.6倍

土木造園（造園） 8人程度 91 82 24 24 19 4.3倍

建築 42人程度 196 146 119 111 81 1.8倍

機械 9人程度 66 49 27 24 18 2.7倍

電気 8人程度 72 55 24 22 14 3.9倍

福祉 10人程度 280 216 34 32 22 9.8倍

衛生監視（衛生） 43人程度 207 164 105 100 67 2.4倍

衛生監視（化学） 3人程度 102 68 15 14 11 6.2倍

保健師 56人程度 485 413 171 169 110 3.8倍

事務 135人程度 1,852 1,415 474 431 288 4.9倍

事務（身体障害者対象） 15人程度 70 59 34 31 15 3.9倍

事務 44人程度 1,214 638 292 275 192 3.3倍

土木造園（土木） 5人程度 79 48 40 36 24 2.0倍

建築 8人程度 43 19 17 17 12 1.6倍

事務 12人程度 1,781 1,084 104 100 51 21.3倍

土木造園（土木） 4人程度 199 137 25 24 10 13.7倍

建築 9人程度 115 84 81 74 38 2.2倍

機械 7人程度 36 28 28 25 8 3.5倍

電気 8人程度 48 29 29 24 9 3.2倍

1087人程度 14,877 10,896 3,371 3,135 2,074 5.2倍

（注）１．合格倍率は1次受験者数／最終合格者数。

      ２．最終合格者は辞退者等を含むため採用者数とは異なります。

19
年
度

Ⅰ
類

Ⅲ
類

合計

経

験

者

２

級

経

験

者

３

級

(

主

任

Ⅰ

）

18
年
度

Ⅰ
類

Ⅲ
類

合計
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②区独自の選考 
  区独自の選考は平成１５年度の福祉・保育士採用選考を最後に実施していません。 
 
グラフⅠ－７ 豊島区の採用者数の推移（採用区分別） 
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14人
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Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 経験者 技能 幼稚園教諭

 医師

 
 
表Ⅰ－１４ 豊島区の採用者数の推移（職務別） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グラフⅠ－８ 過去１０年間新規採用時年齢状況 

 

（人） 

職務 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

一般事務 8 16 25 15 16 35 10 17

社会教育 0 0 0 1 0 0

計 8 16 25 16 16 35 10 17

福祉 1 5 7 2 4 1

保育士 8 7 1 0 3 5

児童指導 0 1 2 1 0 0

計 9 13 10 3 7 6

土木技術 0 0 2 0 2 1 1

造園技術 0 0 0 1 0 0 1

建築技術 0 0 2 0 0 2

機械技術 0 0 1 0 3 3

電気技術 0 0 0 2 0 5

保健衛生監視 0 2 0 1 2 3

食品衛生監視 1 0 2 0 1 0

学芸員 0 0 0 0 0 0

計 1 2 7 4 8 14 1 1

医師 2 0 0 1 2 0 1 1

理学療法士 0 0 0 0 0 0

検査技術 0 0 0 0 0 0

保健師 6 1 4 1 1 1 1

看護師 3 1 2 0 0 0

計 11 2 6 2 3 1 1 2

自動車運転 4

作業Ⅰ 9

調理 0 1 0 0 0 0

家庭奉仕 0 0 0 0 0 0

計 1 13
幼稚園教育職員 1 1

計 1 1

29 34 61 25 34 56 1 1 14 18

技
能
系

合　　計

事
務
系

福
祉
系
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般
技
術
系
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技
術
系

教
員



15 

グラフⅠ－８ 過去１０年間新規採用時年齢状況 
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Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 経験者 技能系 幼稚園教諭 (歳）

（人）

 

（注）過去１０年間の新規採用者数を、採用区分別・年齢毎に積み重ね表示したものです。 

 

（２）職員の退職 
 

退職種別 内     容 

定年退職 満６０歳になる年度末の退職 

勧奨退職（注） 

(定年退職に準ずる

退職含む) 

満５８歳以上のもの（定年退職に準ずる退職） 

５５歳以上５８歳未満勤続２０年以上又は 

５０歳以上５５歳未満勤続２５年以上のもので非違によることなく

勧奨を受けて退職したもの 

普通退職 上記以外による退職 

  

（注） 平成１９年度は勧奨退職特例措置を実施しました。 

   《勧奨退職特例措置の内容》 

    ◆勧奨退職要件の特例 

      定年が６０歳である職員について、上記要件に次のとおり加えました。 

       ①「年齢５０歳以上５５歳未満」で「勤続２０年以上２５年未満」の者 

       ②「年齢４５歳以上５０歳未満」で「勤続２０年以上」の者 

   ◆早期退職者割増率の特例  

    定年が６０歳である職員について、退職手当の算定基礎となる給料月額の割増率を現行「定年

年度１０年前２０％、以下定年年度１年前までの間、１年につき２％を減じた割増」を、「定年年度１０

年前３０％、以下定年年度１年前までの間、１年につき３％を減じた割増」として適用しました。 
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グラフⅠ－９ 職員退職者数の推移（退職区分別） 
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グラフⅠ－１０ 職員退職者数の推移（職層別） 
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グラフⅠ－１１ 退職者に対する新規採用者の補充状況 
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（３）職員の昇任選考 
 
表Ⅰ－１５ 昇任選考実施状況                                       （ ）は女性・内数 

 職層 区分
19年度受験資格

（平成20年3月末日現在）
選考方法

有資格者 864 (552) 856 (551) 841 (528) 842 (516) 820 (507)

受験者 27 (3) 20 (2) 21 (2) 23 (6) 19 (6)

受験率 3.1% (0.5%) 2.3% (0.4%) 2.5% (0.4%) 2.7% (1.2%) 2.3% (1.2%)

合格者 3 (1) 6 (1) 3 (0) 4 (0) 7 (1)

合格率 11.1% (33.3%) 30.0% (50.0%) 14.3% (0.0%) 17.4% (0.0%) 36.8% (16.7%)

有資格者 51 (11) 50 (7) 42 (6) 37 (7) 38 (7)

受験者 7 (1) 7 (0) 4 (0) 3 (1) 10 (3)

受験率 13.7% (9.1%) 14.0% (0.0%) 9.5% (0.0%) 8.1% (14.3%) 26.3% (42.9%)

合格者 1 (0) 2 (0) 2 (0) 1 (0) 3 (2)

合格率 14.3% (0.0%) 28.6% - 50.0% - 33.3% (0.0%) 30.0% (66.7%)

有資格者 208 (98) 181 (87) 160 (75) 152 (74) 203 (108)

受験者 47 (11) 43 (12) 37 (9) 32 (8) 38 (10)

受験率 22.6% (11.2%) 23.8% (13.8%) 23.1% (12.0%) 21.1% (10.8%) 18.7% (9.3%)

合格者 12 (1) 10 (2) 8 (2) 10 (2) 12 (5)

合格率 25.5% (9.1%) 23.3% (16.7%) 21.6% (22.2%) 31.3% (25.0%) 31.6% (50.0%)

有資格者 446 (318) 430 (298) 425 (286) 427 (279) 437 (286)

受験者 151 (84) 143 (80) 125 (61) 120 (59) 103 (44)

受験率 33.9% (26.4%) 33.3% (26.8%) 29.4% (21.3%) 28.1% (21.1%) 23.6% (15.4%)

合格者 23 (9) 21 (8) 18 (9) 20 (6) 20 (6)

合格率 15.2% (10.7%) 14.7% (10.0%) 14.4% (14.8%) 16.7% (10.2%) 19.4% (13.6%)

有資格者 140 (110) 168 (128) 186 (145) 203 (158) 242 (192)

受験者 20 (15) 27 (17) 28 (18) 33 (19) 39 (25)

受験率 14.3% (13.6%) 16.1% (13.3%) 15.1% (12.4%) 16.3% (12.0%) 16.1% (13.0%)

合格者 4 (3) 4 (2) 4 (3) 5 (2) 5 (4)

合格率 20.0% (20.0%) 14.8% (11.8%) 14.3% (16.7%) 15.2% (10.5%) 12.8% (16.0%)

有資格者 282 (228) 236 (191) 203 (162) 178 (144) 205 (148)

受験者 184 (150) 144 (114) 117 (92) 118 (96) 150 (106)

受験率 65.2% (65.8%) 61.0% (59.7%) 57.6% (56.8%) 66.3% (66.7%) 73.2% (71.6%)

合格者 52 (39) 43 (32) 35 (27) 30 (26) 35 (22)

合格率 28.3% (26.0%) 29.9% (28.1%) 29.9% (29.3%) 25.4% (27.1%) 23.3% (20.8%)

有資格者 44 (25) 43 (25) 44 (29) 59 (39) 78 (53)

受験者 25 (17) 22 (16) 18 (14) 34 (27) 32 (24)

受験率 56.8% (68.0%) 51.2% (64.0%) 40.9% (48.3%) 57.6% (69.2%) 41.0% (45.3%)

合格者 7 (5) 8 (5) 6 (5) 9 (8) 9 (5)

合格率 28.0% (29.4%) 36.4% (31.3%) 33.3% (35.7%) 26.5% (29.6%) 28.1% (20.8%)

有資格者

受験者 1 (0)

受験率

合格者 1 (0)

合格率

有資格者 170 (96) 159 (92) 177 (80) 161 (55)

受験者 103 (61) 84 (48) 89 (37) 79 (29)

受験率 60.6% (63.5%) 52.8% (52.2%) 50.3% (46.3%) 49.1% (52.7%)

合格者 17 (6) 16 (8) 18 (5) 22 (9)

合格率 16.5% (9.8%) 19.0% (16.7%) 20.2% (13.5%) 27.8% (31.0%)

有資格者 29 (7)

受験者 7 (2)

受験率 24.1% (28.6%)

合格者 2 (0)

合格率 28.6% (0.0%)

(注)　短答式は１８年度に廃止　

主任主事（短期）の有資格者に長期Aの併有者含まず
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（４）人事異動 
  ①定期人事異動 

毎年、４月に定期人事異動を実施しています。年齢や職層、職務への適正などを勘案し、適

材適所の配置を目指しています。また、人事異動を組織の活性化に有効に活用するとともに、

職員の人材育成の契機と捉えています。このため区では、新規採用からの一定期間や昇任時な

どの節目に能力の向上が図られるよう、人事異動の基準を設けています。 
なお、平成１８年度及び１９年度には、４月の定期人事異動に加えて、窓口職場や４月繁忙

となる職場を中心に７月にも定期人事異動を行っていました。 
【人事異動指針】 

 

平成１９年度一般職員人事異動指針（技能系職員を除く） 

 

（目的） 

第１ ４月期における一般職員の定期人事異動を適正かつ公正に実施し、適材適所の職員配置による効果的区政

運営を図り、併せて長期的視野に立った人材の育成及び能力活用に資するため、ここに一般職員人事異動指

針を定める。 

 

（人材育成のための配置・異動方針） 

第２ この指針の運用に当たっては、豊島区人材育成計画に定める次の配置・異動の方針に沿うことを基本とす

る。 

(1) 多様な職務経験を積みながら、適性の発見と可能性を追求し、適材適所の配置を実現する。 

(2) ジェネラリストの素地にスペシャリストの能力開発を視野に入れた異動ローテーションを確立する。 

(3) 昇任制度とリンクさせ、職のあり方や個々の能力の開発段階に応じた異動ローテーションを実施する。

 

（異動基準日） 

第３ ３月３１日を異動基準日（以下「基準日」という。）とする。 

 

（異動対象から除く職員） 

第４ 基準日において次のいずれかに該当する職員は、原則として異動対象としない。ただし、現職場（主査以

上はポストとする。以下同じ。）在職年数が長期に及ぶ場合または他職場への適応等に支障がないと認められ

る場合は異動対象とすることができる。 

(1) 休職中の者 

(2) 妊娠出産休暇・育児休業中の者   

(3) 妊娠中の者 

(4) 病気休暇中の者 

(5) 介護休暇中の者 

 

（異動基準Ⅰ 原則） 

第５ 基準日現在、同一職場に３年～５年在職する職員を異動対象とし、職場における執務体制の確保及び本人

の資質向上を考慮し異動を行なう。ただし、別表に掲げる職に従事する職員については、４～６年をもって

異動対象とする。 

 

（異動基準Ⅱ 育成ローテーション） 

第６ 長期にわたる計画的な人材育成の観点から、次の育成ローテーションを実施する。 

(1) 事務職の新規採用職員は、原則２年～３年のローテーションを６年程度実施する。 

(2) 事務職以外の新規採用職員は、原則３～４年ずつ２か所程度のローテーションを実施する。 

(3) 概ね４０歳以上の職員の内係長級職員を除き、４～６年の異動ローテーションとすることができる。 

 

（特別な理由による異動） 

第７ 第５及び第６に規定する異動基準に該当しない場合であっても、次のいずれかに該当すると認められる場

合には、異動対象とすることができる。 

(1) 公募制人事異動による異動となる場合 

(2) 立候補制人事異動により異動となる場合 
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(3)  降任を申し出る場合 

(4) 現職務への適性がない場合 

(5) 現職場に適応できない場合（極力異動は行わない） 

(6) 健康上の理由または家庭の事情により、現職場での勤務の継続が困難である場合 

(7) その他特段の事情により異動が必要な場合 

 

（長期在職の解消） 

第８ ６年以上同一職場に在職する職員は、事業の遂行等において支障を来すなど特段の事情がない限り異動と

する。 

  

（昇任・昇格時異動の原則） 

第９ 昇任選考合格者及び係長昇格者は、原則として次の基準により異動とする。但し、在職歴が１～２年の職

員を除く。（係長昇格は除く） 

 

(1)  総括係長       部または課の庶務担当若しくは課長を補佐するにふさわしい職に任用する。 

(2)  係  長         他の課に異動するが、現職場での昇格が適当と判断される場合には、同一職場での昇格

を妨げない。 

(3) 主 査      可能な限り他の課に異動する。 

(4) 主任主事     他の課あるいは出先職場へ異動するとともに、異なる業務への配置に努める。（例：窓

口事務→企画・調査事務） 

 

（人事異動ヒアリング） 

第 10 人事課長は、所属課長と人事異動に関するヒアリングを実施する。 

 

（面接実施） 

第 11 所属課長は、職員と異動に関しての面接を行なったうえで、第 10 に定めるヒアリングに臨むものとする。

 

（委任） 

第 12 その他本指針に係わる必要な事項については、総務部長が別に定める。 

 

附則 

 

１ 本則第５異動基準Ⅰ、本則第６異動基準Ⅱにあっては、本則第６異動基準Ⅱが優先する。 

２ 組織の統廃合による異動のあった場合には、職務内容に大幅な変更がない限り、その前後の在職年数を通算

する。 

 

別表 

 
異動基準 

区    分 職 種 ・ 職 務 の 例 示                                異動基準 

(a) 高度で専門的な対人交渉能力

が求められる職 

◎生活福祉課のケースワーカー等 

    社会福祉事業に携わるケースワ

ーカー及び相談員 

(b) 高度な情報処理能力が求めら

れる職 

◎情報管理課等の専門的情報処理 

担当職員 

(c) 比較的長期に専門的能力の活

用が求められる職 

◎税務課の賦課徴収担当職員 

◎法規（訟務）担当職員 

◎用地取得関連担当職員 

（d）福祉系職員、技術系職員 

 

 

 

 

 

４～６年 
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表Ⅰ－１６ 定期人事異動の実施状況（４月１日付） 
                                                                                 （人） 

7 月異動の実績 
18 年 7 月 1 日付 40 人、19 年 7 月 1 日付 34 人 
 
②公募制人事異動 

      限られた人材を効率的に広く求め、職員の能力・適性・意向等を最大限に活かし、職務に

反映するために平成 13 年度より公募制人事異動を実施しています。公募制人事異動は、区が

公募するポストに、職員の希望を募り、希望者の中から最適の者を選び、そのポストに配置

する制度です。 
 
    表Ⅰ－１７ 公募制人事異動による配置状況  
                                                                         （人） 

 
15 年度 

(16.4.1異動) 

16 年度 

(17.4.1 異動)

17 年度 

(18.4.1 異動)

18 年度 

(19.4.1 異動) 

19 年度 

(20.4.1 異動)

公募ポスト 5 4 2 3 3 

応募者 7 5 2 2 1 

公募任用者 4 2 1 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

昇格・昇任 採   用 

 

計 

横
転
有 

横
転
無 

派 

遣 

転
職
務 

組
織
改
正 

横 
 

転 

組
織
改
正 

派 
 

遣 新 

規 

派 
遣 

人
事
交
流 

兼
務
事
務
取
扱 

転 

職 

務 

計 

15年 4月 150 63 77 8 - 2 392 13 8 28 4 3 7 - 605

16 年 4月 139 62 67 8 - 2 317 10 7 56 1 1 8 - 538

17 年 4月 135 59 72 2 - 2 370 62 10 1 1 1 28 - 607

18 年 4月 113 38 56 6 3 10 319 53 17 1 3 2 19 33 560

19 年 4月 120 46 61 2 3 8 259 103 9 13 2 1 14 23 544

20 年 4月 138 37 87 2 0 12 289 74 6 18 0 2 6 31 564
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  ③立候補制人事異動 
      職員の将来設計・特定の職場への強い希望を叶える（キャリア開発）人事制度として、平

成１７年度より立候補制人事異動を実施しています。立候補制人事異動の概要は以下のとお

りです。 
 

 専門能力活用型 能力開発型 

概 要 過去に培った経験知識等を活かす

ため、同一部署または関連部署に

希望者を配置する。 

自己啓発等で身につけた知識を活

かす。または、今後身につけたい知

識等を業務の中で習得する。 

対 象 ４０歳以上（総括係長除く） 
過去の経験３年以上 

３０歳以上かつ３級職５年以上、主

任主事から係長級まで 
希望部

署での

在職期

間 

比較的長期間の在職を可能とす

る。 
一般の異動基準による。 

希望で

きる 
職場 

区の組織ならどこでも構わない。希望は原則、係まで。希望する業務内

容も記載する。 

       
表Ⅰ－１８ 立候補制人事異動による配置状況 
 

（人） 

 
17 年度 

(18.4.1 異動) 

18 年度 

（19.4.1 異動）

19 年度 

(20.4.1 異動) 

専門能力活用型 19 11 10 
応募者 

能力開発型 14 10 9 

専門能力活用型 4 4 3 
任用者 

能力開発型 2 2 3 
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Ⅱ 職員の給与の状況  
 

１．総括 

 
（１）人件費 
人件費の歳出額全体に占める割合を人件費比率といいます。人件費比率が高いと財政の健全性

が失われ、事業費を圧迫することになります。 
区では、人件費比率の抑制を図るため、給与水準や職員定数の適正化に不断の努力をしてきま

した。この結果、平成１９年度の普通会計決算では２５．６％となっており、平成１５年度（３

２．０％）と比べると、６．４ポイント減となっています。 
 
 
 
表Ⅱ－１　人件費の状況

各年度普通会計決算

人件費率

233億円 25.6%19年度 242,582人 913億円 32億円

区分
人件費歳出額

A B（各年度末）

実質収支

B/A

住民基本台帳人口

835億円 10億円 267億円 32.0%

16年度 235,242人 863億円 28億円 257億円 29.8%

15年度 235,369人

17年度 238,762人 892億円 15億円

18年度 241,234人 893億円 20億円

240億円 26.9%

233億円 26.1%
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グラフⅡ－１　人件費と人件費率の推移

各年度普通会計決算

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

10年度11年度12年度13年度14年度15年度16年度17年度18年度19年度

22

24

26

28

30

32

34

人件費 人件費率

（億円）  (%)

 
 
（２）職員給与費 

給与費は、人件費から退職手当、区議会議員報酬、社会保険料の事業主負担分である共済費な

どを除いたものです。 
 

B

7,161千円

18年度 2,251人 95億円 24億円 42億円 161億円 7,152千円

17年度 2,354人

7,183千円

16年度 2,454人 104億円 26億円 45億円 175億円 7,134千円

15年度 2,537人 108億円 28億円 46億円 182億円

101億円 25億円

３.

１.

２．

41億円

端数処理のため、計は一致しません。

42億円

職員数 給与費

169億円

155億円 7,148千円

職員手当には退職手当を含みません。

職員数は各年度4月1日現在の普通会計の人数です。

（注）

24億円

表Ⅱ－２　職員給与費の状況

期末・勤勉手当

1人当たり給与費

各年度普通会計決算

区分
　計

19年度 2,162人 90億円

B/AA 給料 職員手当
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（３）ラスパイレス指数 
ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を

示す指数です。 
区の職員の平成１９年４月１日現在は１０１．４で、昨年と比べ０．５ポイントの上昇となっ

ています。職員構成の変動や地域手当の支給率が国基準と異なる点などが上昇の要因となってい

ますが、国基準の地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数は、１００．５であり国

家公務員とほぼ同じ給与水準となっています。 
 
 

グラフⅡ－２　ラスパイレス指数の状況

各年４月１日現在

102.1

101.6

100.7

98.2

100.3
100.1

97.6

100.3
100.3

97.4

100.9

101.4

97.9

101.9

101.4

95

96

97

98

99

100

101

102

103

豊島区 特別区平均 全国市平均

15年 16年 17年 18年 19年

(%)

 

  【参考】地域手当補正後ラスパイレス指数
          平成１９年４月１日現在

  （注）平成１９年４月１日現在における豊島区の支給率と国基準の支給率により算出
        したもの
        ※「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域におけ
          る国家公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正し
          たラスパイレス指数です。

１００．５
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２．職員の平均給与月額、初任給等 

地方公務員の給与は、地方公務員法により、生計費、国や他の地方公共団体の職員、民間企業

の従業員の給与などを考慮して定めることとされています。 
特別区には、法律に基づき、専門的で中立的な人事機関として特別区人事委員会が設置されて

います。 
特別区人事委員会は、特別区内の民間企業（企業規模５０人以上で、かつ、事業所規模５０人

以上の事業所（平成１９年度については特別区内８，５３１事業所から９４０事業所を無作為抽

出））の給与の実態を調査して、特別区の職員の給与について勧告を行っています。 
区では、この特別区人事委員会勧告に基づき、区議会の審議を経て、条例により給与が決定さ

れます。このため、区職員の給与決定の仕組みは、民間企業の給与水準を適正に反映するものと

なっています。 
なお、平成１８年度からは公民給与の比較方法について、調査対象事業所の企業規模を従来の

１００人以上から５０人以上に改め、比較対象となる民間従業員の範囲を拡げる抜本的な見直し

が行われました。 
 
 
 

「平均給料月額」とは、平成２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本
給の平均です。

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる地域手当、扶養手当、住居手
当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。

（注）１.

２.

教育職（幼稚園） 45.2歳 383,732円 498,699円

技能労務職 47.8歳 336,770円 437,659円

表Ⅱ－３　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額

一般行政職 44.9歳 472,684円362,408円

平均年齢

平成２０年４月１日現在

平均給料月額区分 平均給与月額
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表Ⅱ－４　技能労務職の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

平成２０年４月１日現在

6,977,493円

－

4,170,000円

4,152,700円

－

うち清掃職員

47.8歳

うち清掃職員

２.

１.（注）

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる地域手当、扶養手当、住居手
当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。

参考

年収ﾍﾞｰｽ(試算値) の比較

公務員
(Ｃ)

民間
(Ｄ)

Ｃ／Ｄ

437,659円

うち学校給食

7,454,573円

「平均給料月額」とは、平成２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本
給の平均です。

336,770円

336,706円

342,960円

4人 366,850円

362,175円

1.68

1.71

区分
平均年齢 職員数

平均
給料月額

公務員 民間 参考
平均

給与月額
(A)

対応する
民間の類似

職種
平均年齢

平均
給与月額

(B)

－ －

Ａ／Ｂ

－ －

廃棄物処理
業従業員 43.6歳 299,700円466,689円

うち学校給食

うち守衛

うち用務

309人

44.8歳 123人

50.7歳 73人

技能労務職

53.7歳 450,302円

1.56

49.6歳 4人 334,075円 415,175円 調理士 37.5歳 303,100円 1.37

守衛 58.2歳 316,400円 1.42

1.87

－

422,009円 用務員 53.9歳 225,900円

436,723円 － － －うち電話交換

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表
されているデータを使用しています。
（平成１７～１９年の３ヵ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、
年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致
しているものではありません。

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」の
データは、それぞれ平均給与月額を１２倍したもの
に、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉
手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額
を加えた試算値です。

52.6歳 4人

技能労務職 －

区分

1.79

3,227,400円

うち守衛 7,466,667円 4,371,200円

2.15

３. 技能労務職の内訳は、代表的な職種を記載したものです。

うち電話交換 7,165,626円 － －

うち用務 6,926,531円
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豊島区 国

134,900円

181,200円

143,000円

（注）給料月額は、平成２０年勧告前の金額です。

181,200円

172,200円

140,100円

表Ⅱ－５　職員の初任給の状況

平成２０年４月１日現在

（２）職員の初任給

Ⅱ種
大学卒

Ⅰ種

一般行政職

区分

高校卒

－技能労務職

 
 

技能労務職

大学卒

326,164円

332,425円

経験年数10年 経験年数20年経験年数15年

表Ⅱ－６　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額

平成２０年４月１日現在

区分

280,900円

230,900円

272,250円

一般行政職

高校卒

253,950円 315,860円

268,883円

383,017円
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３．一般行政職の級別職員数等 

 
（１）一般行政職の級別職員数 
給与は、職員の職務と責任に応ずるものでなければならないという職務給の原則があります。

給与は、勤務に対する報酬のため、その職務の質と責任の度合に応じてそれぞれ給与が決定され、

同一の職務に対しては、同一の給与を支給する必要があります。 
職務給は、仕事の質、困難、責任の程度を表す給料表の級と、経験の度合等を反映する号級の

区分によって具体化されています。 
 

４．

３. 端数処理のため、構成比計が一致しないときもあります。

（注）

平成２０年１月から、９級職が廃止となり８級制に変更しています。

（旧給料表の９級及び８級を統合）

17.5%2級

２.

給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

上記の職務の級に
属さない職員

相当高度な業務の係員

46人

120人

標準的な職務内容

統括課長 7人

2.1%23人

１.

0.6%

職務の級

1.6%18人1級

6級

職員数

表Ⅱ－７　一般行政職の級別職員数の状況

構成比

平成２０年４月１日現在

標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

196人

363人

5級

部長

7級

8級

総括係長

課長

4級

3級 主任主事

係長

4.1%

10.7%

32.4%

31.0%348人
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17年度

2,316人2,405人

18年度 19年度
区分

全職種

15年度 16年度

B/A
36.4% 32.9%

職員数

A 
2,671人

856人 840人 756人

比率

745人

32.2%

表Ⅱ－８　昇給への勤務成績の反映状況

33.7% 31.4%

昇給区分Ａ（６号昇給）、
昇給区分Ｂ（５号昇給）により昇
給した職員数  　　 　　　    B

2,599人 2,491人

972人

「昇給区分Ａ」又は「昇給区分Ｂ」の職員は、「標準」の職員と比べて１、２号（注）１.

２. 平成１７年度以前は、普通昇給期間（12～24月）を短縮して昇給した職員数です。

拡大された昇給幅が付与されます。

（注） 平成１８年４月１日より、それまでの１級・２級が１級に統合されました。
そのため、平成１７年度以前についての２級職以上の項目は、一つ上の級（例．２級職は３級
職）で集計しています。１級職の項目は、２級職主事と１級職主事の合計になります。

グラフⅡ－３　一般行政職の級別職員数の構成比

各年４月１日現在

5.3 1.3 0.7 1.3 1.6

16.0
18.8 18.2 17.4 17.5

31.4 32.5 32.7 31.7 31.0

30.8 31.4 32.2 33.8 32.4

10.9 10.1 9.9 9.5 10.7

3.5 3.5 3.7 3.7 4.1

2.2 2.6 2.6 2.5 2.7

16年 17年 18年 19年 20年

7～9級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

100

 80

 60

 40

 20

  0

（％）

 
（２）昇給への勤務成績の反映状況 

 
①勤務成績の評定の実施状況 
地方公務員法第４０条に基づき、毎年１月１日を評定基準日として全職員に対して勤務成績

の評定を実施しています。（内容については、５２頁・５３頁を参照。） 
 
  ②昇給への勤務成績の反映状況 
    管理職については、職務目標の達成と職員の指導育成の成果に基づく勤務評定を実施し、一

般職員については、業績、能力、態度の評定要素に基づく勤務評定を実施し、その評定結果に

基づき、昇給区分を決定しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



30 

４．職員の手当 

職員の給与は、正規の勤務時間に対する基本給としての給料と、一定の条件を満たした職員に

支給される各種手当で構成されています。 
各種手当には、①毎月支給される地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、初

任給調整手当、単身赴任手当、②勤務実績に応じて支給される特殊勤務手当、時間外勤務手当、

休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、③ボーナスに相当する期末手当、勤勉手当、④退職

時に支給される退職手当などがあります。 
 

 

（１）期末手当・勤勉手当 

 

 

表Ⅱ－９ 期末手当・勤勉手当の状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・役職加算  5～20% ・役職加算  1～20% ・役職加算  5～20%

・管理職加算 15～20% ・管理職加算 15～25% ・管理職加算 10～25%

(0.75月分)(1.60月分) (0.75月分) (1.80月分) (0.55月分)

3.00月分

勤勉手当

1.00月分

勤勉手当期末手当 期末手当

1.50月分 3.50月分

勤勉手当期末手当

職制上の段階、職務の級
等による加算措置

２．（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

職制上の段階、職務の級
等による加算措置

（注）１．支給割合は一般職員の例です。

1,882千円 ―
1人当たり平均支給額

（19年度）

19年度加算措置の状況

職制上の段階、職務の級
等による加算措置

―

3.00月分

(1.60月分)

1.50月分19年度支給割合

平成２０年４月１日現在

豊島区 国区分 都
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【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況 
 
１．勤務実績の評定の実施状況 
 地方公務員法第４０条に基づき、毎年１月１日を評定基準日として全職員に対して勤務成績の

評定を実施しています。（内容については、５２頁・５３頁を参照。） 
 
２．勤勉手当への勤務成績の反映状況 
①管理職員 
前年度の勤務評定は、その次年度の勤勉手当の成績率に反映します。平成２０年度から勤勉

手当の支給額算定方法を改正し、勤務成績（勤務評定の５段階評価）に基づき、成績段階（最

上位・上位・中位・下位・最下位）を決定し、最下位・下位及び一律拠出による原資を加重値

の比率により最上位・上位に再配分します。これまでの固定された最上位・上位の成績率を支

給の都度決定する方法となっています。 
 

表Ⅱ－１０ 管理職員の成績率 

 
②管理職員以外の職員 

  平成２０年度から管理職員以外の職員にも勤勉手当の成績率を導入しました。前年度の勤務

評定は、その次年度の成績率に反映します。勤務評定の第一次評定を基礎に総合的に判断し、

成績段階（最上位・上位・中位・下位・最下位）を決定します。最下位・下位及び一律拠出原

資を加重値の比率により最上位・上位に再配分し、最上位・上位の成績率を支給の都度決定す

る方法としています。 
なお、一律拠出については、当分の間、係長級以上の職員に適用します。 

 
表Ⅱ－１１ 管理職員以外の成績率 

 

 

成績率の段階 勤務成績割合 一律拠出割合 加重値

最上位 2

上  位 1

中  位 10000/10000 9950/10000(係長級) 10000/10000(主任以下）

下  位 9750/10000 9700/10000(係長級) 9750/10000(主任以下）

最下位 9500/10000 9450/10000(係長級) 9500/10000(主任以下）

「基準」の規定に定める

算出方法により算出 50/10000

※当分の間
係長級のみ

成績率

勤務成績割合から一律拠出割合を減じた率

成績率の段階 勤務成績割合 一律拠出割合 成績率 加重値

最上位 2

上  位 1

中  位 10000/10000 9900/10000

下  位 9500/10000 9400/10000

最下位 9000/10000 8900/10000

「基準」の規定に定める

算出方法により算出
勤務成績割合から一律拠出割合を減じた率

100/10000
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（２）退職手当 

 

国の制度と比較して水準の高かった勧奨・定年退職についての支給率を、平成２０年４月から

引き下げました(平成２０年度は経過措置を適用し、平成２１年４月より本則適用)。 

なお、在職期間中の貢献度をより的確に反映できる制度にするため、これまでの「退職手当の

基本額(退職日給料月額に退職理由別・勤続期間別の支給率を乗じて算出)」に、「退職手当の調整

額(一定職層以上の職務における職責に応じた貢献度に基づいて算出)」を加える制度を、平成１

９年４月より導入しています。 

 

表Ⅱ－１２ 退職手当の状況 

 

 

　　　　　単価は、１０００円。

　　　　　ただし、地域手当の支給割合が１８％に達するまでの間は、その割合により

　　　　　単価が定められます。（２０年４月現在は、１４．５％で、単価は４４０円。）

　　　④　調整額単価

　　　③　ポイント換算

　　　　　職務・職責に応じた１年度当たりのポイント

　　　　　【部長（２４０ポイント）から主任主事（５０ポイント）まで付与】

○　｢退職手当の調整額｣について

　　　①　調整額の算出方法

　　　　　『評価期間におけるポイントの合計点数　×　調整額単価』

　　　②　評価期間

　　　　　退職年度を含む退職前２０年度間

(注)１

(注)２

32.50月分 44.50月分

49.75月分 59.20月分

自己都合 勧奨・定年

34.25月分

50.00月分 59.20月分

19年度は、勧奨退職特例措置の実施により、勧奨退職要件の特例と早期退職者割増率の特例
【3～30%加算】を適用しました。（内容については、15頁を参照。）

退職手当の１人当たり平均支給額は、19年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額
です。

1人当たり
平均支給額

4,885千円

勤続20年

勤続25年

勤続35年

その他の加算措置

24.25月分

平成２０年４月１日現在

自己都合 勧奨・定年
区分

59.28月分

定年前早期退職特例措置
（2～20%加算）

－ －

59.28月分

59.28月分

23.50月分

33.50月分

47.50月分

国

30.55月分

41.34月分

豊島区

24,094千円

(支給率)

最高限度額

早期退職者割増制度
（2～20%加算）
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（３）地域手当 

 

 

表Ⅱ－１３ 地域手当の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

（注）支給率は、平成20年の勧告前のものです。

　　　国の制度では、平成22年度での18%を目指して、18年度から支給率を段階的に引き上

16.0%

平成２０年４月１日現在

2,285人14.5%特別区

570,449円

47,537円

支給職員1人当たり平均支給額
（19年度決算）

支給実績（19年度決算）

9人11.0%
千葉県富津市

（竹岡健康学園）

国の制度（支給率）支給対象職員数支給率支給対象地域

6.0%

年額

月額

1,337,133千円

　　　げることとしています。　

　　　特別区においては、18%の範囲内で定めることになっています。
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（４）特殊勤務手当 

 

平成１８年４月より、勤務内容や社会情勢の変化などから、１２種類あった手当のうち９種類を 

廃止し、現在は、３種類の手当となっています。 

 

表Ⅱ－１４ 特殊勤務手当の状況 

 

（５）時間外勤務手当 

 

表Ⅱ－１５ 時間外勤務手当の状況 

 

 

（注）①「ごみ収集運搬等業務従事手当」について、作業単位（1/2以上または1/2未満）により設けら
れていた区分がなくなり、すべて1日700円に一本化されました。
（19年度･･･作業単位1/2以上：1日800円　作業単位1/2未満：1日750円　その他：1日700円）

②「感染症対策業務従事手当」について、1日650円を支給する対象業務に、新型インフルエンザ
等感染症を追加しました（平成20年5月12日適用）。
（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正により）

廃棄物の処理を直接行う業務
及びこれに密接に関連する業務

1日 700円

手当の名称

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度）

手当の種類（手当数）

ごみ収集運搬等業務従事手当

10.9%

保健所に勤務する職員
感染症患者等接触業務
（1類・指定・新感染症）

1日 650円

感染症患者等接触業務（2類） 1日

福祉訪問等業務従事手当

平成２０年４月１日現在

33,939千円支給実績（19年度決算）

支給職員1人当たり平均支給額
（19年度決算）

年額 133,092円

月額 11,091円

3

主な支給対象職員 主な支給対象業務
左記職員に

対する支給単価

清掃事務所に勤務する職
員

生活福祉課、介護保険課
等に勤務する職員

生活保護等家庭訪問・面接業務 1日 370円

母子等相談業務 1日

260円

370円

感染症対策業務従事手当

161千円

13千円 12千円 12千円 12千円 13千円

161千円 142千円 144千円 139千円

378,553千円

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

430,028千円 372,960千円 368,205千円 340,065千円

各年度決算

区分

年
額

支給実績

職員1人
当たり平
均支給額 月

額
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（６）その他の手当 

 

 

表Ⅱ－１６ 平成２０年度 その他の手当の状況 

 

 

 

 

 

（8,626円）

103,514円

（14,541円）

配偶者等が借家
(間)に居住する
単身赴任手当受
給職員

世帯主等
※単身赴任
手当受給者

扶養親族有

174,494円

借家(間)居住
※月額12,000円
を超える家賃を
支払っている職
員

異なる

支給
限度額

異なる

扶
養
手
当

自宅の新築又は
購入から5年以内
の職員

扶養親族無

3人目から

扶養親族有

4,400円

扶養親族無

4,100円

内容及び支給単価

配偶者

配偶者を
欠く第1子

8,800円

世帯主等

その他2人目
まで

13,700円

平成２０年４月１日現在

区分

支給職員1人当たり
平均支給額

（19年度決算）

年額

（月額）

支給実績
（19年度決算）

国の制度と異なる内容
（内容及び支給単価）

国の制度
との異同

13,700円

13,000円

5,500円

5,500円

4,000円

11,000円

6,500円

満16歳年度の
初め～満22歳
年度末までの
子に係る加算

2,500円
141,090千円

13,500円
（最高）

176,762千円

配偶者を
欠く1人目

299,642千円
138,275円

住
居
手
当

27,000円
（最高）

通
勤
手
当

8,300円

55,000円

6,500円

5,000円

(11,523円）
同じ
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５．特別職の報酬等 

特別職の報酬等の額は、学識経験者などで構成される「豊島区特別職報酬等審議会」の答申に

基づき、区議会の審議を経て、条例で定められています。 
地方自治法の一部改正に伴い、平成１９年４月から｢助役｣を廃止し、｢副区長｣が制定されまし

た。また、特別職の「収入役」制度も廃止し、一般職の｢会計管理者｣を設置しています。 
 
表Ⅱ－１７ 特別職の報酬等の状況 

 
 
 
 
表Ⅱ－１８ 特別職の退職手当の状況 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

給料

平成２０年４月１日現在

区分 給料・報酬月額 期末手当（19年度支給割合）

区長 1,013,000円 3.80月分

副区長 861,000円 3.80月分

議長 882,000円 3.80月分

副議長 773,000円 3.80月分

議員 598,000円 3.80月分

報酬

平成２０年４月１日現在

区分 算定方式 支給時期

区長 1,013,000円 ×在職年数×4.5 任期ごと

副区長 861,000円 ×在職年数×3.1 任期ごと
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Ⅲ 職員の服務の状況 

 

１.勤務時間・勤務条件 

 
 （１）正規の勤務時間 

① 正規の勤務時間とは、条例、規則等に基づきあらかじめ定められた勤務時間です。「職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」はこれを「休憩時間を 
除き、１週間について４０時間」と定めています。 

②正規の勤務時間は、あらかじめ、週休日を除く１週間のそれぞれの日に、時限を定め

ておきます。 
  
（２）週休日・休日 

①週休日は、正規の勤務時間が割振られていない日、つまり本来職員が勤務する義務を

課されていない日をいいます。 
②休日は、正規の勤務時間が割振られている日ですが、勤務条例に基づき勤務が免除さ

れたことにより、特に勤務を命ぜられる場合を除いて勤務を要しない日をいいます。

休日の種類は次のとおりです。 
      ア．国民の祝日に関する法律に規定する休日 
      イ．年末年始の休日（１２月２９日～１月３日、ただし上記アを除く） 
      ウ．国の行事の行われる日で人事委員会の承認を得て規則で定める日 
     

表Ⅲ－1 正規の勤務時間等 

                        平成２０年４月１日現在 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勤務時間 休憩時間 休息時間 週休日

閉庁勤務職場 8:30～17:15

（本庁等）
交代制等勤務職場下記の時間において、4週間を

通じ、1週間について平均40時
間勤務する

児童館 8:30～18:15

保育園 7:00～20:15

清掃事務所 7:40～17:15

小学校等 7:30～17:00 土曜日、日曜日

45分

4時間
の勤務
につき
15分

土曜日、日曜日

4週間を通じて8
日とし、日曜日
及び割振られた
日
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（３）特別休暇等の種類 
 表Ⅲ－２ 特別休暇等の内容            平成２０年１２月１日現在           

種類 内容、取得条件 付与日数・期間等 給料
年次有給休暇 心身疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る

ため
20日

公民権行使休暇 公民権の行使、公の職務の執行のため 必要な期間

妊娠出産休暇 妊娠中の職員の母体保護のため 16週間

妊娠初期休暇 妊娠初期の職員が、妊娠に起因する障害で勤務
に就けない場合

7日以内

母子保健健診
休暇

妊娠中及び産後1年以内の職員が、健診や保健指
導を受けるため

必要な時間

妊婦通勤時間 妊娠中の職員が、通勤混雑等の悪影響を回避す
るため

1日60分以内

育児時間 1年3か月に達しない子を養育する職員の、育児
時間確保、及び母体保護のため

1日90分以内

出産支援休暇 配偶者の出産にあたり、職員が家事や届出を行
うため

5日以内

生理休暇 生理中の職員が、勤務が著しく困難な場合 3日

職員が結婚した場合 7日

職員の親族が死亡した場合 10日以内
（続柄による）

職員の父母の祭日に祭祀を行う場合 1日

災害休暇 職員の現住居が自然災害により滅失、損壊した
場合

7日以内

夏季休暇 夏季に心身の健康の維持や家庭生活の充実を図
るため

5日

ボランティア
休暇

自発的に、無報酬で社会に貢献する活動を行う
場合

1年に5日以内

リフレッシュ
休暇

満53歳、満43歳に達した職員が、心身の活力を
回復及び増進し、自己啓発に努めるため

2日以内（満43歳）
3日以内（満53歳）

子の看護のため
の休暇

小学校就学前の子を持つ職員が、負傷または病
気の子の看護にあたる場合

１年に5日以内

病気休暇（注） 負傷又は疾病により勤務できない場合 180日以内

介護休暇 配偶者、父母等の負傷、疾病、老齢により介護
が必要な場合

必要な期間

育児休業 3歳に満たない子を養育する職員 必要な期間

部分休業 小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつ
つ勤務する職員

1日2時間以内

無給

慶弔休暇

有給

（注）病気休暇についての詳細は４０頁参照。 
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（４）年次有給休暇 
  ①年次有給休暇は、暦年について２０日が１月１日に付与されます。その年に使用しなか

った年次有給休暇は、翌年に限り繰り越すことができます。 

  ②平成１９年の年次有給休暇の平均取得日数は、１３．７日です。 

  

グラフⅢ－１ 年次有給休暇 取得状況 経年比較 

※取得率=平均取得日数/平均付与日数×100
※日数の小数点以下は時間数です。

14.5
14.2 14.0

13.7

14.4

73.7

71.9 72.3
70.1

69.3

10.0

12.0
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（５）育児休業の取得状況 
   ○１９年度新規取得者数 ２４人  

 ○１９年平均取得日数 ４１１日 

 

  グラフⅢ－２ 育児休業取得状況 経年比較 
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（６）病気休暇 
 病気休暇とは、負傷または疾病のための療養が必要であり、やむを得ず勤務できない場合に、

医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間において与えられる休暇です。 
近年、病気休暇取得人数は減少傾向にありますが、一人あたりの取得日数は長期化しており、

特に精神疾患は他の疾患に比べ長期化の傾向にあります。 
なお、同一疾病の病気休暇が引き続き１８０日を越える場合には病気休職となります。 

グラフⅢ－３  病気休暇の疾病別取得状況  
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（注）病気休暇を取得した疾病別の人数（複数回取得した場合は 1 人として計上）と病気休暇に

占める精神疾患の割合の推移を表したものです。 
 

表Ⅲ－３  病気休暇の取得状況 

  15 年 16 年 17 年 18 年 19 年 

取得人数 172 157 140 139 122 

総実日数 4,541 4,883 4,512 5,059 5,666 

平均日数 26.4 31.1 32.2 36.4 46.4 

（注）病気休暇を取得した人数（複数回取得した場合は 1人として計上）とその総実日数 
     および平均取得日数を表したものです。 

 
 

（人） （％）
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２．分限・懲戒 

 

(１) 病気休職 
 病気休職とは、心身の故障によって職務の遂行に支障がある場合に、公務の能率を維持するた

め、地方公務員法第２８条第２項第１号に基づき、本人の意に反して行う分限処分です。 
 過去１年間における同一疾病による病気休暇が合算して１８０日を超えてもなお勤務すること

ができない場合には、指定医師の診断等に基づき、休職処分とする決定を行います。休職の期間

は休職開始の日から３年を超えない範囲で個々に定めます。ただし、休職期間が３年に満たない

場合には、休職開始の日から引き続き３年を超えない範囲内で更新できます。 
 近年、病気休職者数に占める精神疾患の割合は高い状態が続いています。他の疾病に比べ、特

に円滑な職場復帰を図るため、精神疾患による休職者については、休職満了前に所属する職場に

おいて、職場復帰訓練を実施しています。 

グラフⅢ－４  病気休職者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）各年 1月 1日および 7月 1日現在の病気休職者の人数と休職者に占める精神疾患の 

      割合の推移を表したものです。 

 
 
 

（人） （％） 
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（２）懲戒処分 

 

 地方公務員は、その地位の特殊性と職務の公共性から、服務の根本基準として４つの義務と２

つの禁止及び制限が、地方公務員法において定められています。 

① ４つの義務 

  ア 服務の宣誓（地方公務員法第３１条） 

  イ 法令等及び上司の服務上の命令に従う義務（地方公務員法第３２条） 

  ウ 秘密を守る義務（地方公務員法第３４条） 

  エ 職務に専念する義務（地方公務員法第３５条） 

② ２つの禁止 

  ア 信用失墜行為の禁止（地方公務員法第３３条） 

  イ 争議行為等の禁止（地方公務員法第３７条） 

③ ２つの制限 

ア 政治的行為の制限（地方公務員法第３６条） 

  イ 営利企業等の従事制限（地方公務員法第３８条） 

 上記の事項に違背する行為を行うなど、一定の義務違反があった場合、職員は懲戒処分を受け、

道義的責任が問われます。 

 地方公務員法では、懲戒処分として、免職、停職、減給、戒告の４種類を定めています。 

 懲戒及び分限に関する処分の実施にあたっては、その適正を期するため、豊島区懲戒分限審査

委員会を置き、区長の諮問に応じて審査、答申を行っています。 

職員の懲戒処分を厳正かつ公正に行うため、処分量定の決定に関する基本的な事項や標準的事

例、及び懲戒処分の公表基準等を定めた、「豊島区職員の懲戒処分に関する指針」を平成１５年７

月に制定しました。 

平成１８年１１月には、公務員による飲酒運転事故など不祥事が多発している事態を踏まえ、

飲酒運転の厳罰化を図るとともに、飲酒運転となることを知りながら飲酒を勧めたり、また、飲

酒運転であることを知りながらこれに同乗した職員についても、その非違行為が処分対象となり

得ることなどを明確に定めるため、同指針を改正しました。 

 

表Ⅲ－４ 懲戒処分の概要                 （人） 

処分の内容 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 

戒 告 １ １ ５ ２  

減 給     １ 

停 職 １ １ ２  １ 

免 職 １     

計 ３ ２ ７ ２ ２ 
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３．その他 服務の状況 

 
（１）セクシュアル・ハラスメント防止対策 
 
①経緯 
 セクシュアル・ハラスメントの効果的な防止対策を進めるため、平成１１年２月、「職場におけ

るセクシュアル・ハラスメントの防止に関する基本方針」を策定しました。この基本方針に基づ

き、平成１１年４月、「豊島区セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会設置要綱」を制定し、

庁内推進組織「豊島区セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会」を設置するとともに、「職場

におけるセクシュアル・ハラスメント苦情処理要領」を制定し、総務部人事課長等をセクシュア

ル・ハラスメント相談員として指名しました。 
 
②体制の強化 
 平成１５年１１月には、セクシュアル・ハラスメント防止対策を強化するため、「豊島区セクシ

ュアル・ハラスメント防止対策委員会」の下に、各課庶務担当係長および４級廨事業所（保育園・

児童館等）の長からなる「セクシュアル・ハラスメント防止リーダー」を設置しました。防止リ

ーダーの役割は、①職場のミーティング等を通じて、セクシュアル・ハラスメントに関して職員

に対する注意喚起や指導を行うこと。②日頃から職場環境に対する注意を払い、職場環境を害す

る言動を見逃さないこと。③区のセクシュアル・ハラスメント防止対策に協力すること、となっ

ています。 
 この他、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの被害に対する苦情・相談等を、専用のメ

ールアドレスへ送信できる体制の整備を図っています。 
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（２）次世代育成支援 
 
①策定の経緯 
平成１５年７月に成立した「次世代育成支援対策推進法」は、国・地方公共団体等に、職員の

子育てを支援する計画（特定事業主行動計画）の策定と公表を義務づけました。 

これを受けて区では、「豊島区特定事業主行動計画策定委員会設置要綱」を制定し、関係所属の

部課長及び職員団体の代表者から構成される「豊島区特定事業主行動計画策定委員会」を設置す

るとともに、その下部組織として、関連職場・職員団体からの推薦を受けた子育て世代の職員に

よる検討部会を設置し、平成１７年３月、「特定事業主行動計画（職員子育て支援プラン）」を策

定しました。  

 表Ⅲ－５  職員子育て支援プランにおける取り組み 

 項    目 

１ 職員への各種制度の周知 

２ 子育て支援のために 

３ 職場の支援、協力体制の強化 

４ 妊娠中における配慮 

５ 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進 

６ 育児休業等を取得しやすい環境をつくるために 

７ 育児休業からの円滑な復帰のために 

８ 超過勤務の縮減 

９ 年次有給休暇の取得の促進 

10 連続休暇等の取得の促進 

11 子の看護のための休暇の取得の促進 

12 人事異動等における配慮 

13 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組 

14 庁内託児施設について 

15 子育てバリアフリーの推進 

16 子ども・子育てに関する地域貢献活動 

17 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

18 子どもとふれあう機会の充実 

②平成１９年度の取り組み 
策定委員会及び検討部会を開催し、職員子育て支援プランの目標達成に向けた具体的な支援策

について検討し、子育て通信の発行、職員子育て支援プランの見直し等を行いました。 
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Ⅳ 職員の育成及び勤務成績の評定の状況 

１．職員の育成 

（１）人材育成計画・職員能力開発計画 
①「豊島区人材育成計画－職員パワーアッププラン－（平成１７年１２月策定）」（抜粋） 

（目的）行政を取り巻く情勢の急速な変化に柔軟に対応できる職員を育成すること、職員

一人ひとりの能力の底上げをして組織力を上げること、１０年２０年先の区を担う

職員を育成することを目的とする。本計画においては、人事制度を含めた、総合的

な人材育成体系を再構築し、今後の区政運営を人的資源面でサポートしていく。 
（求められる職員像） 
   ア．時代を読み豊島区を「価値あるまち」へ変革する職員 
   イ．区民の一人として区民と協働して地域を創る職員 
   ウ．自ら学び互いに学び合い、自己と組織の能力を高め活かす職員 
（人材育成方針） 
   ア．職員の納得性と意欲を高める人事制度へ 
     →評定開示や昇任制度の基準の公表 
   イ．頑張るものが報われる人事制度へ 
     →頑張った成果が処遇に反映される人事制度の確立 
   ウ．個々の能力を組織の力に変える人事・能力開発制度へ 
     →能力開発制度の整備と学び合う組織風土の醸成 
   エ．一人ひとりが活躍する元気な豊島区へ 
     →全ての職員が健康に働き続けられる職場環境づくり 
（人材育成方針を実践するための２つのポイント） 
   ア．管理監督者（管理職・係長）の役割の明確化 
   イ．人材育成のための具体的人事プラン→昇任、人事考課、人事異動、職員の能力   
     開発、職員の健康 
 

②「豊島区職員能力開発計画（平成１７年３月策定）」（抜粋） 

（計画の位置づけ） 
ア．この計画は、「豊島区人材育成計画（平成１２年９月策定）」の下位計画として 

     策定された。「豊島区人材育成計画－職員パワーアッププラン－（平成１７年 
     １２月策定）」における職員の能力開発の方向性に一致するものであり、同じく 
     下位計画として位置づける。 
   イ．職員研修の計画内容については、毎年度策定する「職員研修実施計画」の中で 
     具体的に示す。 
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    ウ．この計画は中期的な職員の能力開発の方針を明らかにするものであり、計画期  
      間は平成１７年度から５年とする。ただし、計画期間中であっても、区の内外   
      の環境変化に応じて見直しをする。 
 （基本的な考え方） 
    職員には、競争と協働の時代の要請に応えられる能力と、応えようとする意欲が

必要である。この計画では、個人に着目することによって職員一人ひとりの能力と

意欲を引き出し、新たな時代に向かって組織が一体となって挑戦していく能力開発

制度と、自ら学び互いに学び合う職場風土を生み出す仕組みの創造を目指す。 
ア．計画が目指す人材像と能力 
○ 区民の立場に立ち、区民の満足度を高め 
ようとする人材 

○ 区民の信頼を得て、区民と協働して地域 
を作る人材 

○ 公務のプロであり続けるために、自発的 
な能力開発と組織能力の向上に努める人材 

イ．職層ごとに目指す能力開発目標 
○ 職員が果たすべき役割を明確にし、職員自身の自覚を促すとともに、管理監 
督者が個々の職員の能力開発をする際の目標とする。 

 
（２）平成２０年度職員研修実施計画（抜粋） 

（基本的な方針） 
    組織全体が少数精鋭化する中で、これからの区政を担うことのできる職員を育成

し、組織の活力向上を図るため、「自ら学び互いに学びあう職場風土の構築」をテー

マに、以下を基本的な方針とする。 
ア．自己啓発の促進 

      １９年度まで休止していた「自己啓発講座助成制度」を再開し、職員の能力

開発を支援する。 
イ．キャリア開発の支援 

      人生の節目を迎える職員（係長級以上を除く満３０歳・満４０歳・満５０歳）

を対象に必修として「キャリア開発ステージ１・２・３」を実施する。 
ウ．業務改善で職場を活性化 

      「マニュアル作成」、「特上接客研修」を効果的にリニューアルさせるととも

に、新規に「５Ｓ研修」を実施する。 
エ．区長表彰制度「豊島区ベストパフォーマンス金の梟賞」の実施（新規事業） 
  モラールの高い活力ある組織風土を形成するために、特段の成果をあげた事

業、職場や職員などによる改革的取り組み、めざましい活動等を表彰する。 
 
 

① ＣＳ(区民満足)意識 

② 経営感覚 

③ 政策形成能力 

④ 職務遂行能力 

⑤ 説明・説得・交渉能力 

⑥ マネジメント能力 

⑦ 対人能力 
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（３）平成１９年度研修の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施機関 期間
19年度受講者

数(人）
18年度受講者

数(人）

前期 2 日 13 -

後期 3 日 13 -

第1～2回 2 日 44 36

2 日 24 26

1 日 23 -

0.5日 8 -

2 日 21 17

0.5日 12 16

0.5日 35 -

0.5日 65 66

2 時間 69 -

1～2日 85 121

0.5日 31 24

1 日 84 82

0.5日 17 28

1 日 26 26

1 日 25 27

0.5 日 73 109

第1～3回 0.5～1日 25 27

1 日 15 22

1 日 7 23

キャリア開発　ステージ３ 第1～2回 1 日 34 -

2 日 12 16

1 日 20 -

2～5日 42 47

2～5日 9 11

0.5日 18 43

1 日 13 21

0.5 日 29 40

0.5 日 36 -

1 日 30 -

1 日 25 27

0.5日 24 76

0.5日 26 25

0.5日 32 59

0.5日 12 -

第1～3回 1 日 69 79

5年目職員 0.5日 33 16

10年目職員 0.5日 17 19

希望者（第1～3回） 0.5日 52 -

第1～8回 0.5日 92 -

清掃「汚職等事故防止」 第1～4回 0.5 時間 141 168

2 時間 40 -

1 日 5 5

管理職選考対策オリエンテーション 1 時間 8 10

1 日 27 28

317件 － 3,864 350件 3,990

5,425 (注) 5,709

0.5～5日 88 170

0.5～2日 173 156

1～3日 17 46

0.5～5日 100 133

0.5～5日 51 92

429 (注) 597

2～3日 24 15

2 時間 12 13

1 日 0 2

1 日 2 2

パワーポイントプレゼンテーション 第1～2回 1 日 8 -

第1～5回 0.5日 34 -

80 (注) 41

種別 研修名

新任

職

層

研

修

主任主事昇任前

係長昇任前

現任（現業系）

管理職

現

任
研

修

実

務
研

修

財務会計(予算、契約、歳入・歳出・物品管理）

文書

人事・給与

法務基礎

福祉系窓口「インテーク研修」

区政の現状と課題

説明・説得力向上

エンパワーメントコミュニケーション

民間企業・ＮＰＯ体験

他職場体験

マインドマップ

情報セキュリティ

創造性開発

クレーム対応

コミュニケーションスキル

人権

フレッシャートレーナー

自治体経営

専門研修

ＯＡ　Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ入門(土曜日）

特

　

　
別

　

　

研
　

　

修

ＯＡ中級(ワード)

ＯＡ中級(エクセル)

すてっぷアクション（業務改善支援）

ＨＲＤ

（人的資

源開発）

指導力向上

職員教養講座

ＯＪＴ集合研修等

合計　

講師養成

実務、福祉・保健・衛生、まちづくり、清掃

納税、課税

好感度を格段とアップさせる話し方

職層研修

合計

公務員倫理、人権、講師養成、講演会

思考力・問題解決力、コミュニケーション・組織活性化、IT

第四

ブロック

税務事務

講演会

協働型（P.P.P）能力開発研修

研修担当

その他

パソコン講師養成

特別区
職員研修

所

新任、現任、係長、管理職候補者、管理職

ステップアップ

係長

総括係長

講演会

人事考課

技能主任

再任用・再雇用

特上接客

Ｏ

Ｊ

Ｔ

支

援

キャリア開発　ステージ１

キャリア開発　ステージ２

マニュアル作成

ファシリテーション

これからの時代の人材育成

　(注) 18年度合計欄は、19年度には実施していない研修を含めた受講者数である。

目標による組織運営

庁内ＬＡＮ

模擬試験

自治体経営

合計

区

公務基礎・サポート
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平成２０年度 職員能力開発体系      ◎：新規 ▲：主任選択 ◇：現任選択 

職員教養講座

◎人事考課（管理職候補者）

自己啓発講座助成

ＮＰＯ体験（▲5年目）

民間企業体験（▲5年目）

子ども福祉研修

◎コミュニケーションスキル・
バージョンアップ（◇）

他職場体験（◇）

◎板ばさみの心理学

人権

現業系

◎2級職6年目（区政の現状と課題）

新任

ステージ３

主任主事昇任前

集合研修 区研修 職層研修

主任選択（昇任2年目～5年目）

係長昇任前

人事・給与

係長（指導力向上）

現任選択（採用2年目～10年目）

◎主任主事昇任5年目（区政の現状と
課題）

ＯＡ中級

◎庁内ＬＡＮ

再任用・再雇用

技能主任

現任（現業系）

総括係長

ステージ２

◎ＯＡ初級

ステージ１

人事考課

文書

財務会計Ⅰ～Ⅲ

ホームページ

法務

クレーム対応（◇）

マインドマップ（▲◇）

ファシリテーション(▲）

説明・説得力向上(▲）

マニュアル作成（▲◇）

セクシュアルハラスメント防止リーダー

情報セキュリティ

第四ブロック合同研修会

◎情報セキュリティ向上

自己啓発

特別区職員共同研修

フレッシャートレーナー

目標による組織運営

職場活動

Ｏ Ｊ Ｔ

自主計画ＯＪＴ

個別指導

他の研修機関への派遣

ＯＪＴ助成(特上接客研修、
５Ｓ研修等を含む）

現任

通所研修

特別研修

実務研修

キャリア
開発

管理職
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（４）平成２０年度子ども福祉研修年間計画（抜粋） 

 
〈基本的な方針〉 

子どもを取り巻く社会の変化を的確に捉え、プロとして対応できる知識と技術の向上

を目指し、子ども福祉現場ニーズに直結した研修とする。 

① 子育て支援研修の強化 

     地域の子育て支援を担う職員として「保育所保育指針改定」「第三者評価制度」

「対応の難しい保護者の対応」等を学び専門性を高める。 

② 子どもの育ちを支援 

     子どもが心身ともに健康に育つことを保障していくために「年齢別保育」「障が

い児保育」「食育」「アレルギー」等の研修を実施する。 

③ 保育技術の向上 

     子どもの心と身体を健やかに成長・発達させる遊びとして「日本の伝承遊び」「つ

ながり遊び」「工作遊び」等保育実技を学ぶ。 

 

〈研修対象〉 

   豊島区内の子ども福祉に関わる公私立施設等に所属する職員（正規、非常勤、臨時、

有償ボランティア） 

・ 子ども課、児童館、子どもスキップ、ジャンプ池袋 

・ 保育園課、保育園（区立・公設民営・私立・認証保育所） 

・ 子育て支援課、子ども家庭支援センター 

・ 区立幼稚園、小学校 

・ 地域区民ひろば 

 
〈研修内容〉 

ア．子どもの発達に関する知識 

・ そしゃく 

・ ０・１・２歳児の保育 

・ ３・４・５歳児の保育 

・ 共に育つ統合保育 

・ 食育 

・ アレルギー【皮膚疾患と喘息】【食物アレルギー】  

イ．保育技術の向上 

・ つながり遊び 

・ 日本の伝承遊び【保育園向き】  

・ 保育園の危機管理 

・ 紙芝居の選び方と読み聞かせ方 

・ 造形遊び 



50 

・ 話し方 

ウ．子育て支援 

・ 虐待児の早期発見と施設長の役割《施設長対象》  

・ 特別支援教育と他機関連携 

・ 障がい児支援－家庭と保育園の連携－ 

・ “むずかしい”保護者の対応【保育園編】 

・ 子どもに「愛されている」を伝える保育 

 

 

エ．学童期児童の対応 

・ 問題を抱えた小学生の対応 

・ 小学校低学年向け集団遊び 

・ 簡単な工作【小学校低学年向け】 

・ 障がい児対応【学童向け】 

・ 応急手当 

・ 日本の伝承遊び【学童向け】  

・ “むずかしい”保護者の対応【学童編】 

  オ．特別研修 

・ 魅力ある保育園づくりの主任・主査の役割《公私立保育園主任・主査》 

・ 第三者評価と「開かれた保育園づくり」 

・ 保育所保育指針改定を学ぶ 

・ 子どもの権利条例 

カ．救命講習 

・ 普通救命 

・ 上級救命（年３回実施） 

・ 上級救命【再講習】（年３回実施） 
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（５）平成１９年度 子ども福祉研修実績数 

区分 研修名
19年度受講者
数（人）

18年度受講者
数（人）

０・１歳児保育 36 37

２・３歳児保育 42 36

４・５歳児保育 26 23

咀嚼 40 36

食育 32 27

アレルギー 38 32

統合保育で育つもの 19 －

障がい児をもった子の保育（軽度発達障がい） 36 34

子どもの体と心 － 21

つながり遊び 33 40

話し方 35 －

集団リズム・体操 35 －

子どもの危機管理 23 32

絵本の選び方と読み聞かせ方 24 －

造形あそび 26 －

言語表現Ⅰ － 26

言語表現Ⅱ － 22

影絵・紙芝居 － 35

子どもの遊びの環境 － 42

虐待児の早期発見と対応 20 37

子どもの権利条例 24 40

子育て支援と支援者の役割 38 －

就学支援 35 41

パーソナル障がいや統合失調症などの保護者への対応 25 －

子育て相談のポイント － 24

問題を抱えた小学生の対応 51 －

小学校低学年向け集団遊び 31 32

応急手当 30 65

障がい児対応 － 31

これからの公立保育園の役割 33 －

紫外線対策（２回） 52 －

普通救命講習 23 56

上級救命講習（２回） 50 48

上級救命再講習（２回） 40 51

897 868

（注）平成18年度は研修体系が異なり、この他ＯＪＴ研修関係に596人（32回）参加している。

特
別

研
修

救
命
講
習

子
ど
も
の
発
達
に
関
す
る
知
識

保
育
技
術
の
向
上

子
育
て
支
援

学
齢
期
児
童

の
対
応

合　計

 

 
 



52 

２．勤務評定 

（１） 勤務評定 
平成１９年度における勤務成績の評定は、次のとおり実施しました。 

 
①  管理職員の状況 
 

項目 内容 
評定の対象 管理職及び管理職選考合格者 
評定基準日 平成２０年１月１日 
評定期間 平成１９年１月１日～平成１９年１２月３１日 
評定者 所属部長・副区長 
評定項目 「職務目標の達成」及び「職員の指導・育成に係る成果等」についての評定

評定方法 ○ 第一次評定 
要素別評定（５段階絶対評価）及び総合評定（５段階絶対評価）を実施 

○ 最終評定 
職務困難度を踏まえ分布制限による総合評定（５段階相対評価）を実施

【相対評価の分布割合】 
評定 「５」被評定者の１０％以内 
     「４」被評定者の２０％から評語「５」を付与された被評定者数を差

し引いた数以内 
      「３」被評定者の８０％から評語「５」及び「４」を付与された被評

定者数を差し引いた数以内        
    「２」「１」制限しない 

評定の活用 職員の昇給、昇任、人事異動、勤勉手当の成績率等 
 
②  一般職員の状況 
 

項目 内容 
評定の対象 全職員（管理職選考合格者を除く。） 
評定基準日 平成２０年１月１日 

評定期間 平成１９年１月１日～平成１９年１２月３１日 
評定者 評定の客観性をより高める観点から複数の評定者（所属課長・所属部長）及

び調整者（副区長）を設置 
第一次評定者 所属課長 
第二次評定者 所属部長 
調整者 副区長  
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評定項目  
業績 ○仕事の成果 
能力 ○課題への対応力 ○自己管理能力 ○説明・折衝能力 

○リーダーシップ 
態度 ○仕事に取り組む姿勢 ○経営意識 ○チームワーク  

評定方法 ○ 第一次評定 
要素別評定（５段階絶対評価）及び総合評定（５段階絶対評価）を実施 

○ 第二次評定 
総合評定（５段階相対評価）を実施 

評定の活用 職員の昇給、昇任、昇格・勤勉手当の成績率等 
評定の開示  人材育成、職員の評定に対する納得性向上と職員の面接機会の確保のため、

平成１４年度から係長級職員を対象に実施。平成１８年度からは全職員のう

ち希望者を対象に実施し、平成１９年度からは全職員のうち希望者及び第一

次評定の総合評定が２以下の者を対象に実施。 

 

（２） 目標による組織運営 

 

「目標による組織運営」は、上司と部下が組織目標という共通認識のもとに個人の職務

目標を設定し、目標を明確にして組織を運営するシステムです。このシステムの導入によ

り、組織の業績と職員の意欲・能力の向上を図っています。 

 

①  対 象 者 

総括係長、係長（担当係長を含む。）、主査（行政系全職種）（管理職選考合格者を含む。） 

なお、平成１８年度より主任主事以下の職員に対しても試行導入しています。 

②  全体の流れ 
４～ ５月 目標の設定・目標面接 

 ５～１１月 職務遂行、進捗状況管理 
１１～１２月 中間達成申告、中間達成面接

１２～  ３月 職務遂行、進捗状況管理 
   ３月 期末達成申告 

    
＜参考＞個人目標達成申告制度の変遷 

平成１３年度 行政系の係長級職員を対象に目標自己申告試行実施 
平成１４年度 係長級職員に個人目標達成申告実施 
平成１５年度 「目標による組織運営」として、組織目標とあわせ実施 
平成１８年度 全職員に個人目標達成申告を試行導入 
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Ⅴ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

１．福利事業 

 
（１）福利厚生制度 
福利厚生制度は、給与・勤務時間等基本的な勤務条件以外に、主として職員の物質的または精

神的生活の安定、向上を図り、職員が安心して公務に専念できることを目的とした制度です。地

方公務員法第４２条は、厚生制度について「地方公共団体は、職員の保健、元気回復、その他厚

生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない」と規定しています。 
 地方公務員法はこの他に共済制度、公務災害補償制度を規定し、職員の福祉および利益の保護

を適切に実施することとしています。 
 これらに基づき豊島区職員は、共済制度では東京都職員共済組合に加入し、公務災害補償制度

では、地方公務員災害補償基金の適用を受け、厚生制度では特別区職員互助組合と豊島区職員互

助会に加入しています。職員の健康の保持・増進、生活福祉の向上を図ることは、職員の勤労意

欲や能率的な公務運営を確保するうえで、大きな役割を担っています。 
 また、共済組合などが実施する事業の経費は、法律などの定めにより、職員の負担と事業主（豊

島区）の負担によってまかなわれています。 
 
 
（２）主な事業内容と掛金率・負担率 
 
表Ⅴ－１ 主な事業内容 

 

職員相談室

会員制宿泊・スポーツ施設

ローン・指定店のあっせん、遊園地・観劇チケット等の割引

一般貸付、進学資金貸付

結婚・出産・就学・義務教育修了祝金、病気見舞金、弔慰金

カフェテリアプラン、バスツアー等

サークル活動助成、スポーツ大会

人間ドック助成

福利厚生団体 種類

東京都職員共済組合

長期給付事業

事業の内容

直営医療機関、人間ドック

共済年金給付

平成２０年４月１日現在

ライフプランセミナー50、退職準備セミナー等

福祉事業

短期給付事業

健康関係

融資関係

旅行・スポーツ関係 保養施設、夏・冬保健施設、借上施設、直営・委託体育施設

住宅貸付、一般貸付

健康保険に相当する法定給付、附加給付

団体契約保険、団体取扱保険等

特別区職員互助組合

保険事業

ライフプラン事業

生活支援・リフレッシュ事業

相談事業

会員制施設事業

助成事業

貸付事業

豊島区職員互助会

互助給付事業

福利厚生事業

文化体育事業
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表Ⅴ－２ 各組合の掛金率・負担率 

 

 
 
 表Ⅴ－３ 豊島区職員互助会の掛金率・負担率 
 
  互助会費（本人負担分）は、一人あたり給料月額×５／１０００×１２か月で算出します。

また、交付金（事業主負担分）は、会費を 1として、区の財政状況により毎年 

 予算の範囲内で交付金の負担割合が決まります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1：11：0.8 1：1 1：0 1：0.4

5/1000 5/1000 5/1000
会費

（本人負担）

18年度 19年度

交付金
（事業主負担）

15年度 16年度 17年度

5/1000 5/1000

（注）平成19年度より短期、福祉、介護の期末勤勉等の上限は、年度累計5,400,000円｡

118.5375/1000

特別区職員互助組合費

（本人負担） 給料×率 1.7/1000

東京都職員共済組合費

長期 給料(上限496,000円）×率 90.2875/1000

短期 給料(上限968,000円）×率 46.3125/1000

福祉 給料(上限968,000円）×率 2.2000/1000

（共済年金にかかる費用） 期末勤勉等(上限1,500,000)×率 72.2300/1000 94.8300/1000

46.5375/1000

（健康保険等に関する費用） 期末勤勉等×率 37.0500/1000 37.2300/1000

2.2000/1000

（福祉事業に関する費用） 期末勤勉等×率 1.7600/1000 1.7600/1000

介護 給料(上限968,000円）×率 4.6750/1000 4.6750/1000

（介護納付金の納付に要する費用） 期末勤勉等×率 3.7400/1000 3.7400/1000

追加
(給料(上限496,000)×12月)×率 - 68.2000/1000

（恩給法等適用者の不足補填費用）

240.1500/1000

期末勤勉等×率 114.7800/1000 137.5600/1000

掛金率 負担金率

平成２０年４月１日現在

（本人負担） （事業主負担）

（事業主負担） 平成19年度より廃止。

算出方法

合計
給料×率 143.4750/1000
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（３）職員の被服貸与 
 

 事務服については貸与していませんが、作業服（作業服上下、安全靴、防寒上衣など）につい

ては、採用又は異動により必要となった時に、職員が安全かつ衛生的に仕事をするため貸与して

います。 
 その後の貸与についても、以下の職につくものは、個人の状況を調査し、必要なもののみを貸

与しています。 
   

ア．ごみの収集作業に従事する職員（作業服、雨衣、長靴、安全靴） 

イ．保育園の調理に従事する職員（白衣、三角巾、長靴） 

 ウ．道路の工事、路面の清掃作業に従事する職員（作業服、防寒上衣、雨衣、安全靴） 

 エ．園芸及び公園の作業に従事する職員（作業服、防寒上衣、雨衣、作業靴）  
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２.職員の安全衛生 

 

（１）豊島区安全衛生委員会 
 
 労働安全衛生法では、安全衛生管理体制について、衛生委員会、安全委員会の設置をすること

が義務づけられています。 
 区では、衛生委員会、安全委員会をあわせて「安全衛生委員会等設置規則」を定め、職員の健

康障害や事故防止について対策を進めています。委員会の開催状況は下表のとおりです。 
 
表Ⅴ－４ 平成１９年度委員会開催状況 

曜日 会　場 議  題  等  審  議  内  容

・平成１９年度豊島区安全衛生管理体制

・平成１９年度安全衛生管理事業計画

・平成１９年度健康診断実施計画・公務災害発生状況報告

・清掃、保健所、教育委員会事務局事務所安全衛生委員会及び

　児童福祉施設専門部会の状況について

・平成１８年度子宮がん、乳がん検診受診状況

・平成１８年度病休者の状況について・公務災害発生状況報告

・長時間労働による健康障害防止のための総合対策（18年度報告）

・平成１９年度全国安全週間の実施について

・公務災害発生状況報告　

・区役所別館の職場環境について

・公務災害発生状況報告　・熱中症について

・高齢者医療確保法に基づく特定健康診査・特定保健指導について

・平成１９年度全国労働衛生週間の実施について

・公務災害発生状況報告

・教育委員会事務局・給食調理現場事務所安全衛生委員会の職場巡視について　

・定期健康診断受診状況・公務災害発生状況報告

・労働安全衛生規則の一部を改正する省令について

第７回 木 区役所別館 ・区役所別館職場巡視

・安全衛生セミナー（生活習慣病予防講座）

　「ラストスパース減量大作戦」～あと３ｃｍお腹をひっこめよう～

・区役所別館職場巡視報告・公務災害発生状況報告

・安全衛生セミナー（生活習慣病予防講座）実施報告

・区役所別館職場巡視報告（継続）・公務災害発生状況報告

・管理監督者向けメンタルヘルスセミナーの開催について

・管理監督者向けメンタルヘルスセミナー実施報告

・公務災害発生状況報告

・平成１９年度健康診断等実施状況報告、健診事後指導状況等報告

・平成２０年度職員健康診断について・公務災害発生状況報告

・区役所別館職場巡視結果各課改善報告について

第７会議室第１２回 木

第５回 8月23日 木 第７会議室

第７会議室

第１１回 木 第７会議室

第１０回 木

第９回 木 第７会議室

1月24日

2月28日

第７会議室

第３回 木 第６会議室

第２回 木5月24日

6月28日

開催日

第１回 水 教育委員会室4月25日

3月27日

10月25日

12月20日

第４回 7月26日

第８回

第６回

木 第７会議室

第６会議室

11月22日 木 区民センター

9月27日 木
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（２）職員健康診断 
 
 労働安全衛生法等に基づき、職員の健康診断を実施しており、職員の健康を維持増進するため、

受診率の向上に努めています。 
 なお、下表健康診断のほかに、遠隔地勤務職員健康診断、放射線業務従事者健康診断、深夜業

務従事者健康診断、腰部健康診断等を行っています。 
 
表Ⅴ－５ 職員健康診断受診状況（対象者数１００人以上） 

対象者数
(人）

受診者数
（人）

受診率
（％）

対象者数
(人）

受診者数
（人）

受診率
（％）

対象者数
(人）

受診者数
（人）

受診率
（％）

定期健康診断

区定期
健康診断 2,018 69.6 1,931 71.2 1,869 69.6

     対象者：全職員

人間ドック等
結果提出者 661 22.8 633 23.3 625 23.3

 (但し、遠隔地勤務職員
及び臨時職員を除く)

合計 2,679 92.4 2,564 94.5 2,494 92.9

消化器系健康診断 胃部健康診断 566 24.1 558 24.1 538 23.6

対象者：３５歳以上の職員

 受診者：希望者

婦人科健康診断 子宮がん検診 835 330 39.5 810 329 40.6 815 341 41.8

 対象者：別掲

 受診者：希望者

ＶＤＴ作業従事者健康診断 基礎調査 1,784 1,467 82.2 1,771 1,470 83.0 1,738 1,547 89.0

対象者：ＶＤＴ作業従事者

 受診者：希望者

2,346

548 23.4

552

2,311
大腸がん検診

527

健康診断種別

１７年度 １８年度

2,900 2,713

577 25.0

ＶＤＴ検査 440 68.8

乳がん検診 207 37.5

640 427 66.7 640

210 39.8

１９年度

2,684

2,275

551 24.2

207 38.2

684 453 66.2

542

　　子宮がん検診対象者：４月１日現在20歳以上偶数年齢の職員

　　乳がん検診対象者　：４月１日現在40歳以上偶数年齢の職員  
 
グラフⅤ－１ 職員健康診断受診率推移 
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（３）職員こころの相談 
 
 職員本人の他、家族、関係者（上司・同僚等）を対象に予約制で実施しています。 
 
①精神科産業医相談（月１回） 
 病気の理解・治療方法・療養等に関する相談や、職場での対応方法など関係者への助言指導、

職場復帰訓練に伴う産業医面接も実施しています。 
 
表Ⅴ－６ 精神科産業医相談状況 

１７年度 １８年度 １９年度

本人実人数 20 20 20

延べ人数 44 64 62

関係者相談 17 33 10
 

 
 
②臨床心理士相談（月１回） 
 職場の人間関係、仕事上の心配、ストレス、家庭内の心配などについて、解決策を一緒に考え

ていくようカウンセリングを実施しています。 
 
表Ⅴ－７ 臨床心理士相談状況 

１７年度 １８年度 １９年度

本人実人数 12 10 14

延べ人数 31 38 29

関係者相談 5 1 3
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（４）公務災害 
 

 職員が公務上の災害（負傷・疾病・障害又は死亡）又は通勤による災害を受けた場合、その災

害によって生じた損害を補償し、その後の必要となる福祉事業を行うことで、職員の生活の安定

と福祉の向上に寄与しています。 
 常勤職員の公務上又は通勤による災害については、地方公務員災害補償制度によって、非常勤

職員・臨時職員については、労働者災害補償保険、もしくは特別区人事・厚生事務組合の公務災

害補償のいずれかによって、その災害によって生じた損害に対する補償を行っています。 
 
表Ⅴ－８ 傷病別公務災害・通勤災害認定件数                 

（件） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

種別

傷病名
骨折 打撲 挫傷 捻挫 腰痛症 切創 脱臼 虫刺症 その他外傷 計

公務 8 5 6 6 3 1 13 42

通勤 1 2 1 1 1 6

公務 6 5 2 4 1 3 6 27

通勤 3 5 1 9

公務 8 1 6 3 6 1 6 31

通勤 3 1 2 6

公務 8 3 9 1 4 25

通勤 4 3 1 8

公務 4 3 5 7 2 2 4 8 35

通勤 3 2 1 6
19年度

15年度

16年度

17年度

18年度
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表Ⅴ－９ 職務別公務災害・通勤災害認定件数                
 （件） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グラフⅤ－２ 職務別認定件数 

職務別認定件数

10

20

30

40

50

60

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

（件）

その他

自動車運転

一般技能

用務

調理

児童指導

保育士

福祉

一般事務

４１

  

(注)内訳件数は表Ｖ－９参照 

 

 

 

４８ 

３６ ３７ 

３３ 

種別

職務
一般事務 福祉 保育士 児童指導 調理 用務 一般技能 自動車運転 その他 計

公務 6 10 1 4 3 7 4 7 42

通勤 2 2 1 1 6

公務 3 3 3 3 5 4 6 27

通勤 3 1 1 1 3 9

公務 3 3 5 3 3 1 8 2 3 31

通勤 2 1 2 1 6

公務 1 3 2 3 1 3 7 5 25

通勤 1 1 5 1 8

公務 3 2 3 1 3 19 1 3 35

通勤 3 1 2 6

18年度

19年度

16年度

17年度

15年度
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特　別　区　人　事　委　員　会

平成19年度の業務状況の報告

国籍
要件

年齢 その他

事務

土木造園（土木）

土木造園（造園）

建築

機械

電気

福祉 無

衛生監視（衛生）

衛生監視（化学）

保健師 無
22歳以上
40歳未満

Ⅲ
類

事務 有
18歳以上
22歳未満

活字印刷文による出題に対応できる人

身
障
　
注
１

事務 有
18歳以上
28歳未満

事務

土木造園（土木）

建築

事務

土木造園（土木）

建築

機械

電気

民
間
等
で
の
業
務

従
事
歴
８
年
以
上

経
験
者
３
級

有

28歳以上
32歳未満

32歳以上

37歳未満

経
験
者
２
級

民
間
等
で
の
業
務

従
事
歴
４
年
以
上

１　職員の競争試験及び選考の状況
　(1) 採用試験等
　　　平成19年度における採用試験等については、以下のとおり実施した。
　ア　受験資格等

・ 活字印刷文による出題に対応できる人。
ただし、事務については点字による出題に
対応できる人も受験できる。
・ 22歳未満の者で学校教育法に基づく大学
（短期大学を除く。）を卒業した人、また
は、これと同等の資格があると人事委員会
が認める人

　注１：身体障害者を対象とする採用選考の略

・活字印刷文による出題に対応できる人。
ただし、事務については点字による出題に
対応できる人も受験できる。

・身体障害者手帳の交付を受けている人
・特別区の区域内に住所を有する人
・自力通勤ができ、かつ介護者なしに職務遂行が可能な人
・通常の勤務時間に対応できる人
・活字印刷文による出題に対応できる人

社会福祉士、児童指導
員または保育士となる
資格を有し、都道府県
知事の登録を受けてい
る者

保健師

当該職種に関係
する業務に従事

当該職種に関係
する業務に従事

食品衛生監視員及び
環境衛生監視員

Ⅰ
　
　
類

有

有

22歳以上
28歳未満

22歳以上
30歳未満

資格・免許
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比　較 比　較 比　較

増△減 増△減 増△減
事務 7,518 7,789 -3.5% 5,847 5,972 -2.1% 964 758 27.2%

土木造園
(土木)

423 383 10.4% 315 266 18.4% 121 138 -12.3%

土木造園
(造園)

91 － 皆増 82 － 皆増 19 － 皆増

建築 196 183 7.1% 146 153 -4.6% 81 75 8.0%
機械 66 88 -25.0% 49 68 -27.9% 18 18 0.0%
電気 72 111 -35.1% 55 69 -20.3% 14 20 -30.0%
福祉 280 213 31.5% 216 153 41.2% 22 5 340.0%

衛生監視
(衛生)

207 158 31.0% 164 111 47.7% 67 38 76.3%

衛生監視
(化学)

102 146 -30.1% 68 97 -29.9% 11 16 -31.3%

保健師 485 440 10.2% 413 373 10.7% 110 69 59.4%
小　　　計 9,440 9,511 -0.7% 7355 7,262 1.3% 1,427 1,137 25.5%

事務 1,852 1,472 25.8% 1415 1,081 30.9% 288 252 14.3%

事務 70 70 0.0% 59 67 -11.9% 15 18 -16.7%

事　　　務 1,214 － 皆増 638 － 皆増 192 － 皆増
土木造園
(土木)

79 － 皆増 48 －   皆増 24 － 皆増

建　　　築 43 － 皆増 19 － 皆増 12 － 皆増
小　　計 1,336 － 皆増 705 － 皆増 228 － 皆増
事　　　務 1,781 － 皆増 1084 － 皆増 51 － 皆増
土木造園
(土木)

199 － 皆増 137 － 皆増 10 － 皆増

建　　　築 115 － 皆増 84 － 皆増 38 － 皆増
機　　　械 36 － 皆増 28 － 皆増 8 － 皆増
電　　　気 48 － 皆増 29 － 皆増 9 － 皆増
小　　計 2,179 － 皆増 1,362 － 皆増 116 － 皆増
事　　　務 － － － － － － － － －
土木造園
(土木)

－ － － － － － － － －

建　　　築 － － － － － － － － －
機　　　械 － － － － － － － － －
電　　　気 － － － － － － － － －

14,877 11,053 34.60% 10,896 8,410 29.60% 2,074 1,407 47.40%

身体障害者を対象
とする採用選考

－ －

合　　　計

２
級
職

３
級
職

（
主
任
主
事

Ⅰ
）

３
級
職

　
（
主
任
主
事
Ⅱ
）

－ － － －
小　　計

－ － －

経
験
者

Ⅲ類

Ⅰ
　
類

最終合格者数

19年度 18年度 19年度 18年度 19年度 18年度

申込者数 受験者数
採用区分

職      種
（試験区分）

　ウ　実施状況
単位：人、％

区　　分 Ⅰ類 Ⅲ類 身障選考 経験者

告　　示 3月23日 6月12日 8月9日 6月12日

第１次試験
（筆記）

5月6日 9月16日 10月14日 9月16日

第１次試験
合格発表

6月15日 10月22日 11月5日 10月22日

第２次試験
（面接）

6月25日～7月18日 10月29日、30日 11月14日、29日 11月3日～11月25日

最終合格発表 8月3日 11月15日 12月13日 12月6日

　イ　日　程
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（２） 採用選考等 
    平成１９年度人事委員会が実施した豊島区の採用選考等の実施状況は次のとおりである。 
    ア 指導室長・医師 

区 分 合格者数 

指導室長    ０  人 

医師（課長級以上）    １  人 
         計    １  人 

 

   イ 一般職の任期付職員の採用選考 
採用職層 採用承認人数 
係長職 0  人 

総括係長 0  人 

課長級 0  人 

統括課長 0  人 

部長級 0  人 

 
 （３） 管理職選考 
    ア 受験資格及び選考方法 
     ○ Ⅰ類 
      （受験資格） 要綱で定める職種の職務に従事する人のうち、平成２０年３月末日現在、 

年齢５５歳未満で、主任主事以上の在職期間が６年以上の人。 
      （選考方法） 筆記考査（択一・記述・論文）、勤務評定、口頭試問、適性評定（技術のみ） 
     ○ Ⅱ類 
      （受験資格） 要綱で定める職種の職務に従事する人のうち、平成２０年３月末日現在、 

年齢４７歳以上５６歳未満で、総括係長の在職期間が１年以上の人。 
      （選考方法） 筆記考査（論文）、勤務評定、口頭試問 
    イ 実施状況（２３区・特別区人事厚生事務組合・特別区競馬組合・東京二十三区清掃一部事務

組合の合計） 
（単位：人、％） 

有資格者数 申込者数 申込率 受験者数 受験率
口頭試問

進出者数

口頭試問 

進出率 
合格者数 合格率

 

A B B/A C C/B D D/C E E/C 

事務 18,677 768 4.1 568 74.0 203 35.7 94 16.5

技術Ⅰ 789 97 12.3 60 61.9 14 23.3 10 16.7 

技術Ⅱ 494 56 11.3 32 57.1 14 43.8 10 31.3 

技術Ⅲ 1,394 34 2.4 27 79.4 8 29.6 4 14.8 

技術計 2,677 187 7.0 119 63.6 36 30.3 24 20.2 

Ⅰ 

類 

計 21,354 955 4.5 687 71.9 239 34.8 118 17.2 

事務 1,005 199 19.8 163 81.9 124 76.1 57 35.0 

技術 211 40 19.0 33 82.5 8 24.2 8 24.2 
Ⅱ 

類 計 1,216 239 19.7 196 82.0 132 67.3 65 33.2 

合 計 22,570 1,194 5.3 883 74.0 371 42.0 183 20.7 
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（４） 特例転職選考 
    ア 受験資格及び選考方法 
     （受験資格） 日本国籍を有し、平成２０年３月末日現在、年齢満５５歳未満で、 

「一般業務」の職務に従事する人又は、技能系職種に在職し、専ら 
事務の業務に従事していると任命権者が認める人。 

     （選考方法） 筆記考査（択一・作文）、勤務評定 
    イ 実施状況（２３区・特別区競馬組合の合計） 

（単位：人、％） 
 有資格者数 申込者数 申込率 受験者数 受験率 合格者数 合格率

区分 職種 職  務 A B B/A C C/B ｄ ｄ/C 

業務系 業 務 一般業務 70 12 17.1 8 66.7 2 25.0

自動車運転 2 1 50.0 1 100.0 1 100.0

ボイラー技士 2 2 100.0 2 100.0 1 50.0技能Ⅰ 

介護指導 87 44 50.6 38 86.4 28 73.7

電話交換 10 6 60.0 6 100.0 4 66.7

警 備 9 3 33.3 3 100.0 3 100.0技能Ⅱ 

作業Ⅰ 31 11 35.5 10 90.9 7 70.0

調 理 8 7 87.5 7 100.0 5 71.4

用 務 51 42 82.4 39 92.9 30 76.9

環境技能 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
技能Ⅲ 

作業Ⅱ 43 23 53.5 19 82.6 10 52.6

技能Ⅳ 家庭奉仕 15 10 66.7 6 60.0 3 50.0

技
能
系
（
異
種
職
務
従
事
者
） 

技能系計 259 149 57.5 131 87.9 92 70.2

合    計 329 161 48.9 139 86.3 94 67.6

（注）１ 技能Ⅴ及び技能Ⅵは有資格者なし 
２ 特別区競馬組合の「厩務」は、技能Ⅲ（作業Ⅱ）として集計 

 
 

２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 
 

 平成 19 年 10 月 16 日、23 区の各区議会議長及び区長に対し、一般職の特別区職員の給与等について

報告及び勧告を行った。 

 その概要は次のとおりである。 

 

（１） 本年のポイント 

① 職員給与と民間給与がほぼ均衡しているため、Ⅰ類の初任給を除き、月例給与の改定を見送

り 

〔公民較差は 38 円、0.01％〕 

② 期末手当・勤勉手当(ボーナス)の引上げ〔0.05 月分〕 

③ 地域手当の支給割合を、現行から 1.5％引き上げ 14.5％とし、給料月額を同率程度引下げ 

〔初任給付近は引下げを緩和〕 

④ 給与構造の改革 

・ 地域手当の支給割合の見直し、給与カーブのフラット化等 

⑤ 職員の意欲と能力を高め、質の高い行政サービスの提供を図るための人事制度の整備 

・ 平成 19 年１月以降、新たな評価制度の運用が開始 

⇒給与処遇への反映に加え、適材適所の任用管理、職員の主体的な能力開発と有機的連携を

図り、機能の充実が必要 

・ 高度・複雑化する行政ニーズへの対応、人材供給構造の多様化に目を向け、採用チャネル

拡大の検討 

・ 昇任選考制度について、昇任を職員の重要なキャリアアップの節目として捉え人材育成の

観点から昇任への意識付け等を積極的に展開すべき 
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・ 管理職選考の改正は、中堅職員への対応も必要、チャレンジしやすく、適切な能力実証が

図れる仕組みについて引き続き検討 

・ 人材育成計画は総合的な人事・給与制度の重要な柱であり、さらなる充実に努めるべき 

 

（２） 職員の給与に関する報告（意見）・勧告 

① 本年の給与改定について 

ア 民間給与実態調査の内容（平成 19 年４月） 

区  分 内         容 

調査対象規模 企業規模 50 人以上で、かつ事業所規模 50 人以上の事業所 

事 業 所 数 特別区内の 940 民間事業所を実地調査（調査完了 724 事業所） 

イ 職員給与等実態調査の内容（平成 19 年４月） 

民間従業員と比較した職員 
職 員 数 

職 員 数 平 均 給 与 平 均 年 齢 

64,890 人 30,053 人 434,562 円 44.7 歳 

ウ 公民比較の結果 

 民間従業員 職   員 差 

月 例 給 

平 均 給 与 
434,600 円 434,562 円 

較 差 

３８円 

（0.01％） 

特 別 給 

年間支給月数 
4.52 月分 4.45 月分 0.07 月分 

（注）職員、民間従業員ともに本年度の新卒採用者は、含まれていない。 

② 改定の内容 

ア 地域手当の支給割合の改定に伴う配分の見直し 

・ 地域手当の支給割合の段階的引上げに伴い、本年は、1.5％引き上げ 14.5％とし、給料月

額を同率程度引下げ（初任給付近は引下げを緩和） 

イ 行政職給料表（一）の初任給 

区  分 給料月額 現  行 

Ⅰ類（大学卒程度） 181,200 円（＋2,000 円） 179,200 円 

Ⅲ類（高校卒程度） 143,000 円（据置き） 143,000 円 

＊ Ⅲ類は、地域手当算入後の水準で、民間と均衡 

ウ 期末手当・勤勉手当 

・ 民間における特別給の支給状況、人事院勧告や他の地方公共団体の動向を勘案し、年間の

支給月数を 0.05 月分引上げ（現行 4.45 月分→4.5 月分） 

・ 増加分は、勤勉手当に割り振る 

 

（参考１）改定による平均年間給与の増加額（行政職給料表（一）適用職員） 

改定前 改定後 差 

約 7,204 千円 約 7,226 千円 約 22 千円（0.3％） 

 

（参考２）モデルケースによる試算 

○ケース１ ⇒係員（１級 29 号給）、年齢 25 歳、 

扶養手当：無し、住居手当：有り 

給与月額 年間給与 

勧告前 勧告後 差 勧告前 勧告後 差 

215,090 円 215,774 円 684 円 3,501 千円 3,523 千円 22 千円 

 

○ケース２ ⇒係長（4級 61 号給)、年齢 40 歳、 

扶養手当：配偶者、子２人（教育加算無し）、住居手当：有り 

給与月額 年間給与 

勧告前 勧告後 差 勧告前 勧告後 差 

453,455 円 453,632 円 177 円 7,531 千円 7,558 千円 27 千円 
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○ケース３ ⇒課長（6級 69 号給)、年齢 45 歳、 

扶養手当：配偶者、子２人（教育加算無し）、住居手当：有り 

給与月額 年間給与 

勧告前 勧告後 差 勧告前 勧告後 差 

632,740 円 633,592 円 852 円 10,543 千円 10,583 千円 40 千円 

 

○ケース４ ⇒部長（8級 57 号給)、年齢 50 歳、 

扶養手当：配偶者、子２人（内教育加算 1人）、住居手当：有り 

給与月額 年間給与 

勧告前 勧告後 差 勧告前 勧告後 差 

748,808 円 749,872 円 1,064 円 12,591 千円 12,638 千円 47 千円 

 

エ 実施時期 

・ 改正条例の公布日の属する月の翌月の初日（公布日が月の初日であるときは、その日）

から実施 

③ 給与構造の改革 

ア 地域手当の支給割合 

・ 国等との制度上の均衡を図り、区民に理解されやすい給与制度とする趣旨等から、平成

20 年１月から 14.5％とする。 

イ 給与カーブのフラット化 

・ 本年は、国や民間賃金の状況を踏まえ、Ⅰ類の初任給の引上げ等を行う。 

・ 今後とも、民間賃金の動向を考慮しながら、中高齢層職員と若年層との世代間配分の是正

に取組む。 

④ その他 

ア 教育職員の給与制度 

・ 区費負担の小学校教育職員及び区が設置する中等教育学校の教育職員に適用される給与

制度は、東京都の教育職員との均衡を考慮して、改定することが適当 

イ 住居手当 

・ 特別区においても、国や他の地方公共団体の動向を踏まえ、検討が必要 

 

（３）人事制度、勤務環境の整備等に関する報告（意見） 

① 職員の意欲と能力を高め、質の高い行政サービスの提供を図るための人事制度の整備 

ア 能力・業績及び職責に基づく人事管理の推進 

・ 平成 19 年１月以降、新たな評価制度の運用が開始、評価結果は、給与処遇への反映が図

られる。評価制度は、適材適所の任用管理や職員の主体的な能力開発と有機的な連携を図

り、機能の充実が必要 

イ 人材供給構造の多様化に対応した有為な人材の確保と活用 

・ 高度・複雑化する行政ニーズへの対応、職員構成の適正維持、組織活力向上のため、拡大

した採用チャネルの活用が有効、さらに拡大の検討を推進。採用試験では意欲と能力の高

い人材を確保 

・ 仕事の魅力や公務のやりがい、特別区の先進的で特色ある施策の周知等アピール度の高い

ＰＲ活動をさらに充実 

ウ 組織を支える人材の育成と活用 

・ 昇任選考制度について、昇任を職員の重要なキャリアアップの節目として捉え人材育成の

観点から昇任への意識付け等を積極的に展開すべき 

・ 管理職選考の改正は、中堅職員への対応も必要、チャレンジしやすく、適切な能力実証が

図れる仕組みについて引き続き検討 

・ 管理職に相応しい給与処遇や管理職の魅力アップへの取組みが必要 

エ 人材育成に関する取組み 

・ 人材育成には、職層ごとに必要とされる役割、能力を示し、目標を明らかにすることが必

要。人材育成計画は総合的な人事・給与制度の重要な柱となる計画であり、任命権者は、

さらなる充実に努めるべき 
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② 職員が安心して職務に専念でき、質の高い行政サービスの提供を図るための勤務環境の整備 

ア ライフスタイルの変化、ワーク・ライフ・バランス 

・ 公務能率や組織業績の向上に寄与するワーク・ライフ・バランスの考え方を踏まえた取組

みが必要 

イ 超過勤務の縮減等 

・ 管理職員の勤務時間管理、上限時間数の設定等具体的な取組みが進行。大幅な改善に至ら

ず、さらに計画的かつ効率的な業務管理と勤務時間管理が必要 

ウ 心の健康(メンタルヘルスの推進) 

・ 相談体制や産業医等とのネットワークの構築を進め、心の疾病の予防と円滑な職場復帰に

努める必要 

③ 区民に信頼される職員としての意識改革の推進 

ア 公務員倫理 

・ 特別区職員による不祥事は依然として絶えない。職員一人ひとりが公務員の自覚を新たに

して職務に精励すべき。任命権者は意識啓発、研修等の充実に努めるべき 

④ 人事委員会の機能強化と変化への対応 

ア 人事委員会の果たしてきた役割 

・ 本委員会は、23 特別区連合方式で設置。共通して準拠し得る人事行政の基準設定と各区

の自主的人事運営の必要性に配慮。安定性と継続性を持ち、時代の変化にも的確に対応 

イ 機能強化への社会的要請、今後の展望 

・ 本委員会は、効率的な運営を図りつつ、さらに機能強化と充実に努め、特別区の専門的な

人事行政機関としての使命を果たしていく所存 

 
 
３ 勤務条件に関する措置の要求の状況 
 
   平成 19 年度中における豊島区の措置要求の状況は、下記のとおりです。 
 

 前年度からの 
継続件数 A 

 19 年度 
要求件数 B 

  完結件数 
          C 

 翌年度継続 
 件数  A+B-C

      備      考  

 
           0 

 
           0 

 
           0 

 
           0 

 

 

 
 
 
４ 不利益処分に関する不服申立ての状況 
 
   平成 19 年度中における豊島区の不服申立ての状況は、下記のとおりです。 
 

 前年度からの 
継続件数 A 

 19 年度 
申立て件数 B 

  完結件数 
          C 

 翌年度継続 
 件数  A+B-C

      備      考  

 
          12 

 
           3 

 
           0 

 
           15

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

豊島区人事白書 
 

平成２０年１２月 
 

豊島区総務部人事課 
 
        〒１７０－８４２２ 

豊島区東池袋１－１８－１ 
        ℡ ０３－３９８１－１１１１（代表） 


